
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年 障害者雇用状況の集計結果 
（平成 22 年６月１日現在） 

 

 

 

厚生労働省では、障害者雇用促進法に基づいて、身体障害者または知的障害者の雇用

義務がある事業主などから、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者および精神障

害者（以下「障害者」）の雇用状況について報告を求めています。 

このほど、平成22年６月１日現在における同報告を集計しましたので、その結果を公

表します。 

 

【集計結果の主なポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

平成 22 年 10 月 29 日 

【照会先】 

 職業安定局  

高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課 

 課 長  山 田 雅 彦 

主任障害者雇用専門官 佐 藤 珠 己 

障 害 者 雇 用 専 門 官 鶴 谷  陽 子 

（代表電話）03-5253-1111 (内線)5857、5789

（直通電話）03-3502-6775 

＜民間企業＞（法定雇用率 1.8%） 

 ・雇用障害者数 34 万 2,973.5 人、実雇用率 1.68％と、いずれも過去最高 

  ・法定雇用率達成企業の割合は 47.0％ 

 

＜公的機関＞（同 2.1%、都道府県などの教育委員会は 2.0%） 

 ・ 国  ：雇用障害者数 6,552.5 人、実雇用率 2.29% 

 ・都 道 府 県：雇用障害者数 7,598.5 人、実雇用率 2.50% 

・市 町 村：雇用障害者数 2万 2,547.5 人、実雇用率 2.40% 

・教育委員会：雇用障害者数 1万 1,212.0 人、実雇用率 1.78% 

→実雇用率はいずれも前年を上回った 

 

＜独立行政法人など＞（同 2.1%） 

・雇用障害者数 6,639.0 人、実雇用率 2.24% 

1



 

 

 

 

 

 

○ 雇用されている障害者の数、実雇用率 

・民間企業（56人以上規模の企業：法定雇用率1.8％）に雇用されている障害者の数

は 342,973.5人で、前年より3.1％（10,162人）増加し、過去最高となった。 

・雇用者のうち、身体障害者は271,795人、知的障害者は61,237人、精神障害者は 

9,941.5人であった。 

・実雇用率は過去最高の1.68％（前年は1.63％）、法定雇用率達成企業の割合は 

47.0％（同45.5％）であった。 

〔総括表１、グラフ(1)、詳細表１(1)・(4)〕 

○ 企業規模別の状況 

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、全ての規模の区分で前年よ

り増加した。 

・実雇用率は、民間企業全体の実雇用率・1.68％と比較すると、 

→1,000人以上規模企業(1.90％)、同500～999人(1.70％)については上回った。 

→300～499人規模企業(1.61％)、同100～299人(1.42％)、同56～99人(1.42％) 

については下回った。 

・法定雇用率達成企業の割合は、56～99人規模企業を除く全ての区分の企業で前年

より上昇した。 

〔グラフ(2)・(3)、詳細表１(2)〕 

○ 産業別の状況 

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「製造業」、「宿泊業,飲食サ

ービス業」、「教育,学習支援業」以外の全ての業種で前年よりも増加した。 

・産業別の実雇用率では、「電気・ガス・熱供給・水道業」(1.94％)､「運輸業,

郵便業」(1.88％)、「生活関連サービス業,娯楽業」(1.90％)、「医療,福祉」 

(2.02％)、「複合サービス業」（1.82％）の５業種は法定雇用率をクリアした。 

・加えて、「農,林,漁業」（1.73％)、「製造業」(1.78％)、「金融業,保険業」 

（1.73％）の３業種は、民間企業全体の実雇用率・1.68％を上回っている。 

  〔グラフ(4)・(5)、詳細表１(3)〕 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・平成22年の法定雇用率未達成企業は38,088社。そのうち、不足数が0.5人または

１人である企業（１人不足企業）が、64.6％と過半数を占めている。 

・また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）が、未達成企業に占

める割合は、63.9％となっている。 

〔詳細表１(5)〕 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 
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○ 特例子会社の状況 

・平成22年６月１日現在で特例子会社（※）の認定を受けている企業は283社で、雇

用されている障害者の数は、14,562.5人であった。 

・雇用者のうち、身体障害者は7,752人、知的障害者は6,356人、精神障害者は 

454.5人であった。 

〔詳細表１(7)〕 

※親会社の実雇用率に算入できる、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 

 
 
 

 

(1) 国の機関（法定雇用率2.1％） 

国の機関に在職している障害者の数は6,552.5人で、実雇用率は2.29％と、前年に

比べ0.12ポイント上昇している。 

〔総括表２(1)、詳細表２(1)、４(1)〕 

 

(2) 都道府県の機関（法定雇用率2.1％） 

都道府県の機関に在職している障害者の数は7,598.5人で、実雇用率は2.50％と、

前年に比べ0.02ポイント上昇している。知事部局は全て達成、知事部局以外は109

機関中101機関が達成。 

〔総括表２(2)、詳細表２(2)、４(2)・(3)〕 

 

(3) 市町村の機関（法定雇用率2.1％） 

市町村の機関に在職している障害者の数は22,547.5人で、実雇用率は2.40％と、

前年に比べ0.03ポイント上昇している。2,372機関中2,098機関が達成。 

〔総括表２(3)、詳細表２(3)〕 

 

(4) 都道府県等の教育委員会 

2.0％の法定雇用率が適用される都道府県等の教育委員会に在職している障害者の

数は、11,212.0人。実雇用率は1.78％と、前年に比べ0.06ポイント上昇している。

都道府県教育委員会は47機関中13機関が達成、市町村教育委員会は83機関中66機関

が達成。 

〔総括表２(4)、詳細表２(4)、４(4)〕 

 

 

 

 

独立行政法人等（法定雇用率2.1％）に雇用されている障害者の数は6,639.0人であり、

実雇用率は2.24％と、前年に比べ0.13ポイント上昇している。270法人中202法人が

達成。 

〔総括表３、詳細表３、４(5)〕 

２ 公的機関における在職状況 

３ 独立行政法人等における雇用状況 
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１　民間企業における雇用状況（法定雇用率1.8％）

20,356,456 人 342,973.5 人 1.68 % 33,742 / 71,830 47.0 %

< 298,983 人 > < 1.47 % >

( 20,441,198 人 ) ( 332,811.5 人 ) ( 1.63 % ) ( 32,891 / 72,328 ) ( 45.5 % )

２　国、地方公共団体における在職状況

(1) 国の機関(法定雇用率2.1％)

286,472 人 6,552.5 人 2.29 % 38 / 39 97.4 %

< 6,489 人 > < 2.27 % >

( 300,636 人 ) ( 6,524.0 人 ) ( 2.17 % ) ( 38 / 39 ) ( 97.4 % )

259,065 人 5,926.5 人 2.29 % 30 / 30 100.0 %

< 5,872 人 > < 2.27 % >

( 273,330 人 ) ( 5,911.0 人 ) ( 2.16 % ) ( 29 / 30 ) ( 96.7 % )

3,234 人 72.0 人 2.23 % 4 / 5 80.0 %

< 71 人 > < 2.20 % >

( 3,230 人 ) ( 69.0 人 ) ( 2.14 % ) ( 5 / 5 ) ( 100.0 % )

24,173 人 554.0 人 2.29 % 4 / 4 100.0 %

< 545 人 > < 2.25 % >

( 24,076 人 ) ( 544.0 人 ) ( 2.26 % ) ( 4 / 4 ) ( 100.0 % )

(2) 都道府県の機関（法定雇用率2.1％）

303,351 人 7,598.5 人 2.50 % 148 / 156 94.9 %

< 7,565 人 > < 2.49 % >

( 315,993 人 ) ( 7,825.0 人 ) ( 2.48 % ) ( 155 / 160 ) ( 96.9 % )

246,818 人 6,213.5 人 2.52 % 47 / 47 100.0 %

< 6,199 人 > < 2.51 % >

( 257,667 人 ) ( 6,404.0 人 ) ( 2.49 % ) ( 47 / 47 ) ( 100.0 % )

56,533 人 1,385.0 人 2.45 % 101 / 109 92.7 %

< 1,366 人 > < 2.42 % >

( 58,326 人 ) ( 1,421.0 人 ) ( 2.44 % ) ( 108 / 113 ) ( 95.6 % )

その他の
都道府県

機関

都道府県
知事部局

行政機関

立法機関

司法機関

計

平成22年６月１日現在における障害者の雇用状況（総括表）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数

②　障害者の数

⑤達成割合

⑤　達成割合③　実雇用率②　障害者の数 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

民間企業

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数

⑤　達成割合

計

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数
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(3) 市町村の機関（法定雇用率2.1％）

939,759 人 22,547.5 人 2.40 % 2,098 / 2,372 88.4 %

< 22,379 人 > < 2.38 % >

( 946,950 人 ) ( 22,417.5 人 ) ( 2.37 % ) ( 2,146 / 2,448 ) ( 87.7 % )

(4) 法定雇用率2.0％が適用される都道府県等の教育委員会（法定雇用率2.0％）

628,850 人 11,212.0 人 1.78 % 79 / 130 60.8 %

< 11,185 人 > < 1.78 % >

( 634,186 人 ) ( 10,921.0 人 ) ( 1.72 % ) ( 75 / 138 ) ( 54.3 % )

536,943 人 9,487.0 人 1.77 % 13 / 47 27.7 %

< 9,467 人 > < 1.76 % >

( 541,403 人 ) ( 9,217.0 人 ) ( 1.70 % ) ( 6 / 47 ) ( 12.8 % )

91,907 人 1,725.0 人 1.88 % 66 / 83 79.5 %

< 1,718 人 > < 1.87 % >

( 92,783 人 ) ( 1,704.0 人 ) ( 1.84 % ) ( 69 / 91 ) ( 75.8 % )

３　独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.1％）

295,944 人 6,639.0 人 2.24 % 202 / 270 74.8 %

< 3,556 人 > < 1.20 % >

( 251,756 人 ) ( 5,314.0 人 ) ( 2.11 % ) ( 177 / 243 ) ( 72.8 % )

156,311 人 3,675.5 人 2.35 % 82 / 98 83.7 %

< 3,274 人 > < 2.09 % >

( 123,682 人 ) ( 2,818.0 人 ) ( 2.28 % ) ( 78 / 93 ) ( 83.9 % )

109,291 人 2,389.5 人 2.19 % 70 / 90 77.8 %

国立大学法人等 < 1,988 人 > < 1.82 % >

( 106,131 人 ) ( 2,131.0 人 ) ( 2.01 % ) ( 60 / 90 ) ( 66.7 % )

30,342 人 574.0 人 1.89 % 50 / 82 61.0 %

< 282 人 > < 0.93 % >

( 21,943 人 ) ( 365.0 人 ) ( 1.66 % ) ( 39 / 60 ) ( 65.0 % )

注　１

２

３

４
５

６

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

⑤　達成割合

計

計

都道府県
教育委員会

市町村
教育委員会

市町村の機関

⑤　達成割合
①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

　「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政
法人等」とは、同令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。

地方独立行政
法人等

独立行政法人
等(国立大学
法人等を除く)

⑤　達成割合
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる労働者数

　（　）内は、平成21年６月１日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相
当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　法定雇用率2.0％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相
当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種につい
て定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重
度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精
神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
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民間企業における障害者の雇用状況(グラフ)
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＜障害者の数（千人）＞ ＜実雇用率（％）＞

(1)実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
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注１：雇用義務のある企業（56人以上規模の企業）についての集計である。

２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成１７年度まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者

平成１８年度以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者

精神障害者

精神障害者である短時間労働者

(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)
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＜法定雇用率＞

＜障害者の数（千人）＞ ＜実雇用率（％）＞

(1)実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
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◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法

律」に基づき、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障

害者を雇用しなければならないこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（な

お、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保

持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… １．８％

○ 民間企業 ……… （５６人以上規模の企業）

特殊法人 …………………………… ２．１％

労働者数４８人以上規模の

特殊法人及び独立行政法人

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．１％

（４８人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．０％

（５０人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障

害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者

又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以

上３０時間未満の労働者）については、１人分として、精神障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、

「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

雇用状況報告（毎年６月１日の状況） （障害者雇用促進法 第43条第５項）

※ 翌年１月を始期とする３年間の計画

雇入れ計画作成命令（３年計画） を作成するよう、公共職業安定所長が

命令を発出 （同法第46条第１項）

※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、

雇入れ計画の適正実施勧告 適正な実施を勧告（計画の２年目）

（同法第46条第６項）

※ 雇用状況の改善が特に遅れている企

特 別 指 導 業に対し、公表を前提とした特別指導

を実施（計画期間終了後に９か月間）

企 業 名 の 公 表 （同法第47条）

※ 不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に

対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。

〔指導実績〕

○ 平成２１年度の実績

＊「雇入れ計画作成命令」の発出 ３９１社

＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」 ２７４社

＊「特別指導」の実施 ６６社

○ 雇入れ計画を実施中の企業 １，４５６社（２１年度末現在）

○ 企業名の公表

平成３年度 ４社、15年度 １社、16年度 １社、17年度 ２社、

18年度 ２社、19年度 ３社（うち一社は再公表）、20年度 ４社、

21年度 ７社（うち一社は再公表）
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平成２２年６月１日現在における障害者の雇用状況 （詳細表） 
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日

ま
で

の
１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

 （
　

）
内

は
平

成
2
1
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
な

お
、

精
神

障
害

者
は

平
成

1
8
年

4
月

1
日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

〔
１

（
１

）
①

表
の

注
〕

②
③

ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

④
ｄ
欄

の
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

ｅ
欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

②
③

の
ａ
.ｃ

欄
及

び
④

の
ｃ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
で

あ
り

、
②

③
の

ｂ
欄

及
び

④
の

ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

労
働

者
で

あ
る

。

〔
１

（
１

）
②

表
の

注
〕

②
③

④
ｆ欄

の
「
う
ち

新
規

雇
用

分
」
は

、
平

成
2
1
年

6
月

2
日

か
ら

平
成

2
2
年

6
月

1
日

ま
で

の
1
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
④

の
ｅ
欄

の
計

で
あ

る
。

１
民

間
企

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（
法

定
雇

用
率

1
.8

％
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

民
間

企
業

3
4
2
,
9
7
3
.
5

7
6
,
5
7
5

5
,
0
0
7

1
1
3
,
6
3
8

2
7
1
,
7
9
5

2
0
,
2
3
0

1
1
,
8
3
6

1
,
9
2
9

3
5
,
6
3
6

6
1
,
2
3
7

7
,
0
6
0

8
,
5
4
2

2
,
7
9
9
.
0

9
,
9
4
1
.
5

2
,
3
0
7
.
0

（
33
2
,8
11
.
5
）（

75
,
39
6
）（

4
,
44
3
）（

1
13
,
03
1
）（

2
68
,
26
6
）（

20
,
99
6
）（

10
,9
3
5
）（

1
,6
4
6
）（

3
3
,3
1
9
）（

5
6
,8
3
5
）（

7
,0
0
1
）
（

6,
6
79

）（
2
,
06
3
.0

）（
7
,
71
0
.5

）（
1
,
98
8
.0

）

ｆ．
う

ち
新

規
雇

用
分

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

区
分

① 障
害

者
の

数
②

身
体

障
害

者
の

数

ｆ．
う
ち

新
規

雇
用

分

ｅ
．

　
計

ａ
×

２
＋

ｂ
＋

ｃ
b
．

　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

ｅ
．

　
計

ｃ
＋

ｄ
×

0
.5

④
精

神
障

害
者

の
数

ｆ．
う
ち

新
規

雇
用

分

ｃ
.精

神
障

害
者

③
知

的
障

害
者

の
数

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

b
．

　
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

ｅ
．

　
計

ａ
×

２
＋

ｂ
＋

ｃ
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(
2
)
 
企

業
規

模
別

の
雇

用
状

況
①

　
概

況

①
④

⑤
⑥

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％
規

模
計

7
1
,
8
3
0

2
0
,
3
5
6
,
4
5
6

8
8
,
4
1
1

6
,
9
3
6

1
5
7
,
8
1
6

2
,
7
9
9
.
0

3
4
2
,
9
7
3
.
5

2
9
,
5
9
7
.
0

1
.
6
8

3
3
,
7
4
2

4
7
.
0

〈
#R

EF
!

〉
〈

28
,4

30
〉

〈
#R

EF
!

〉

（
7
2
,
3
2
8
)
（

2
0
,
4
4
1
,
1
9
8
)
（

8
6
,
3
3
1
)
（

6
,
0
8
9
)
（

1
5
3
,
0
2
9
)
（

2
,
0
6
3
.
0
)

（
3
3
2
,
8
1
1
.
5
)

（
2
9
,
9
8
5
.
0
)

（
1
.
6
3
)

（
3
2
,
8
9
1
)
（

4
5
.
5
)

人
企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％
 

5
6
～

9
9
　

2
7
,
2
9
7

2
,
0
1
1
,
5
0
8

6
,
4
1
4

8
5
1

1
4
,
6
2
2

3
9
8
.
0

2
8
,
5
0
0
.
0

2
,
2
9
7
.
0

1
.
4
2

1
2
,
1
3
8

4
4
.
5

 
〈

#R
EF

!
〉

〈
#R

EF
!

〉
 

（
2
7
,
4
4
6
)

（
2
,
0
2
1
,
5
9
3
)
（

6
,
3
6
1
)
（

7
3
2
)
（

1
4
,
6
5
4
)
（

3
1
5
.
0
)

（
2
8
,
2
6
5
.
5
)

（
2
,
1
0
9
.
0
)

（
1
.
4
0
)

（
1
2
,
2
5
5
)
（

4
4
.
7
)

  

1
0
0
～
2
9
9

3
1
,
6
9
6

4
,
7
6
9
,
9
4
3

1
5
,
5
7
4

1
,
6
7
6

3
4
,
4
9
7

8
8
1
.
0

6
7
,
7
6
1
.
5

6
,
2
5
3
.
5

1
.
4
2

1
5
,
2
8
1

4
8
.
2

  

（
3
2
,
0
4
2
)

（
4
,
8
2
5
,
5
1
6
)
（

1
5
,
0
8
2
)
（

1
,
4
6
4
)
（

3
3
,
3
3
6
)
（

6
4
7
.
0
)

（
6
5
,
2
8
7
.
5
)

（
6
,
1
0
1
.
5
)

（
1
.
3
5
)

（
1
4
,
7
3
1
)
（

4
6
.
0
)

  

3
0
0
～
4
9
9
　

5
,
9
5
1

2
,
0
4
7
,
7
7
5

8
,
2
0
1

7
9
4

1
5
,
5
6
1

3
0
5
.
0

3
2
,
9
0
9
.
5

3
,
0
3
6
.
0

1
.
6
1

2
,
8
3
7

4
7
.
7

〈
#R

EF
!

〉
〈

#R
EF

!
〉

（
5
,
9
5
1
)

（
2
,
0
5
3
,
1
5
5
)
（

8
,
2
7
3
)
（

6
8
4
)
（

1
5
,
2
9
7
)
（

2
2
5
.
0
)

（
3
2
,
6
3
9
.
5
)

（
3
,
0
3
5
.
0
)

（
1
.
5
9
)

（
2
,
7
1
6
)
（

4
5
.
6
)

5
0
0
～
9
9
9
　

4
,
0
5
0

2
,
5
3
6
,
5
5
4

1
1
,
4
3
2
)

8
3
4

1
9
,
3
9
5

2
9
9
.
0

4
3
,
2
4
2
.
5

3
,
6
4
1
.
0

1
.
7
0

1
,
9
1
0

4
7
.
2

（
4
,
0
4
5
)

（
2
,
5
4
3
,
4
5
0
)
（

1
0
,
8
6
0
)
（

7
5
3
)
（

1
9
,
0
4
5
)
（

2
3
0
.
0
)

（
4
1
,
6
3
3
.
0
)

（
3
,
9
9
1
.
5
)

（
1
.
6
4
)

（
1
,
7
9
0
)
（

4
4
.
3
)

1
,0
0
0
以

上
2
,
8
3
6

8
,
9
9
0
,
6
7
6

4
6
,
7
9
0

2
,
7
8
1

7
3
,
7
4
1

9
1
6
.
0

1
7
0
,
5
6
0
.
0

1
4
,
3
6
9
.
5

1
.
9
0

1
,
5
7
6

5
5
.
6

〈
#R

EF
!

〉
〈

#R
EF

!
〉

（
2
,
8
4
4
)

（
8
,
9
9
7
,
4
8
4
)
（

4
5
,
7
5
5
)
（

2
,
4
5
6
)
（

7
0
,
6
9
7
)
（

6
4
6
.
0
)

（
1
6
4
,
9
8
6
.
0
)

（
1
4
,
7
4
8
.
0
)

（
1
.
8
3
)

（
1
,
3
9
9
)
（

4
9
.
2
)

注
　
１
(1
)①

の
表

と
同

じ

②
　
障

害
種

別
雇

用
状

況

注
　
１
(1
)②

表
と
同

じ

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

Ｃ
．
重
度

以
外

の
身
体
障
害

者
、
知

的
障

害
者
及
び
精
神

障
害
者

Ａ
.重

度
身
体
障
害

者
及
び
重
度
知
的

障
害
者

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

Ｄ
．
精

神
障

害
者

で
あ
る
短

時
間

労
働

者
区

分

② 法
定

雇
用

障
害
者

数
の
算

定
の
基
礎

と
な
る
労
働
者
数

③
　
障

害
者

の
数

Ｆ
．
う
ち
新

規
雇

用
分

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の
割

合

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の
数

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

企
業

数

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
規

模
計

34
2,

97
3.
5

7
6,
57
5

5
,0
07

11
3,
63
8

27
1,

79
5

20
,
23
0

11
,
83
6

1,
9
29

35
,
63
6

61
,2
3
7

7,
06

0
8,
54

2
2,
79
9

9
,9
41
.
5

2
,3
07
.0

（
33
2,

81
1.
5
)

（
7
5,
39
6
)

（
4
,4
43

)
（

11
3,
03
1
)
（

26
8,

26
6
)

（
20
,
99
6
)

（
10
,
93
5
)

（
1,
6
46

)
（

33
,
31
9
)
（

56
,8
3
5
)

（
7,
00

1
)

（
6,
67

9
)

（
2,
06
3
)

（
7
,7
10
.
5
)

（
1
,9
88
.0

)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
5
6～

99
　

28
,
50
0.
0

4
,6
09

48
0

9,
35
2

19
,
05
0

1,
80
5
)

3
71

4,
65
8

8,
63

9
61

2
39
8

81
1.

0
（

28
,
26
5.
5
)

（
4
,5
42

)
（

41
5
)

（
9,
45
4
)
（

18
,
95
3
)

（
1,

81
9
)

（
3
17

)
（

4,
65
4
)
（

8,
60

9
)

（
54

6
)

（
31
5

)
（

70
3.

5
)

1
00
～
29

9
67
,
76
1.
5

1
2,
80
5

1
,0
86

2
4,
85
0

51
,
54
6

2,
76
9

5
90

8,
06
1

14
,1
8
9

1,
58

6
88
1

2
,0
26
.
5

（
65
,
28
7.
5
)

（
1
2,
49
6
)

（
95
7
)

（
2
4,
64
2
)
（

50
,
59
1
)

（
2,

58
6
)

（
5
07

)
（

7,
47
3
)
（

13
,1
5
2
)

（
1,
22

1
)

（
64
7

)
（

1
,5
44
.
5
)

3
00
～
49

9　
32
,
90
9.
5

7
,1
94

56
4

1
1,
28
5

26
,
23
7

1,
00
7

2
30

3,
40
3

5,
64

7
87

3
30
5

1
,0
25
.
5

（
32
,
63
9.
5
)

（
7
,1
80

)
（

49
3
)

（
1
1,
29
4
)
（

26
,
14
7
)

（
1,

09
3
)

（
1
91

)
（

3,
30
0
)
（

5,
67

7
)

（
70

3
)

（
22
5

)
（

81
5.

5
)

5
00
～
99

9　
43
,
24
2.
5

10
,1
36

63
4

14
,1
10

3
5,
01
6

1,
2
96

2
00

4,
15
0

6,
94

2
1,
13

5
29
9

1,
28

4.
5

（
41
,
63
3.
0
)

（
9
,9
04

)
（

57
8
)

（
1
4,
34
3
)
（

34
,
72
9
)

（
95
6
)

（
1
75

)
（

3,
78
5
)
（

5,
87

2
)

（
91

7
)

（
23
0

)
（

1
,0
32
.
0
)

1
,0
00
以

上
17
0,

56
0.
0

4
1,
83
1

2
,2
43

5
4,
04
1

13
9,

94
6

4,
95
9

5
38

15
,
36
4

25
,8
2
0

4,
33

6
91
6

4
,7
94
.
0

（
16
4,

98
6.
0
)

（
4
1,
27
4
)

（
2
,0
00

)
（

5
3,
29
8
)
（

13
7,

84
6
)

（
4,

48
1
)

（
4
56

)
（

14
,
10
7
)
（

23
,5
2
5
)

（
3,
29

2
)

（
64
6

)
（

3
,6
15
.
0
)

ｄ
．
精

神
障

害
者

で
あ
る
短
時

間
労

働
者

③
知
的

障
害
者

の
数

④
精
神

障
害
者

の
数

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

ａ.
重
度

知
的
障

害
者

b．
　
重
度
知

的
障
害
者

で
あ
る

短
時
間

労
働
者

ｃ．
重
度
以

外
の

知
的
障

害
者

ｆ．
う
ち
新

規
雇

用
分

ｆ．
う
ち
新

規
雇

用
分

ｅ
．
　
計

a×
２
＋

ｂ
＋

ｃ
ｃ
.精

神
障

害
者

区
分

① 障
害
者

の
数

②
身

体
障
害

者
の
数

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

ｃ
．
重
度

以
外

の
身
体

障
害
者

b．
　
重
度

身
体

障
害

者
で
あ
る

短
時

間
労
働

者

ａ
.重

度
身
体

障
害
者

ｆ．
う
ち
新
規

雇
用
分
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(
3
)
 
産
業
別
の

雇
用
状
況

①
　
概
況

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

産
業

計
7
1
,
8
3
0

2
0
,
3
5
6
,
4
5
6

8
8
,
4
1
1

6
,
9
3
6

1
5
7
,
8
1
6

2
,
7
9
9
.
0

3
4
2
,
9
7
3
.
5

2
9
,
5
9
7
.
0

1
.
6
8

3
3
,
7
4
2

4
7
.
0

〈
29
8,
98
3.
0

〉
〈

〉
〈

1.
47

〉

（
7
2
,3
2
8
)

（
2
0
,4
4
1
,1
9
8
)

（
8
6
,3
3
1
)

（
6
,0
8
9
)

（
1
5
3
,0
2
9
)

（
2
,0
6
3
.0

)
（

3
3
2
,8
1
1
.5

)
（

2
9
,9
8
5
.0

)
（

1
.6
3
)

（
3
2
,8
9
1
)

（
4
5
.5

)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

農
、
林

、
漁

業
1
8
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6
9
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5
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1
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9
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,
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6
2
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1
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7
.
0

4
8
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（
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1
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6
7
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4
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6
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,
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1

8
2
2

5
0
,
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1
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0
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5
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0
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9
8
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.
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8
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,
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6
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4
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（
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7
6
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（

6
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)
（

1
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)
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1
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5
9
)

（
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4
.9
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0
0
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0
5
,
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1
4
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,
0
7
8
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2

1
,
8
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5

4
.
0

3
,
9
9
5
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0

1
5
1
.
5

1
.
9
4
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6
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8
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0

〈
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4.
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〉
〈
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〉

（
1
9
4
)

（
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0
1
,6
3
7
)

（
1
,0
4
8
)

（
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0
)

（
1
,7
6
0
)

（
3
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)
（

3
,8
6
7
.5

)
（

1
1
1
.0

)
（

1
.9
2
)

（
9
1
)

（
4
6
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)

情
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通
信

業
3
,
7
6
8

1
,
2
2
6
,
8
3
5

4
,
8
1
0

1
4
0

6
,
7
7
0
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0
.
0

1
6
,
5
5
0
.
0
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,
5
5
4
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.
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5

9
0
8

2
4
.
1

（
3
,8
3
8
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4
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5
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3
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)
（

1
6
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7
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)
（

1
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1
8
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（
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2
9
)

（
8
5
1
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（
2
2
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輸
業
,郵

便
業
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6
6
8

1
,
1
9
0
,
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5
4
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,
0
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1

3
9
8
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1
,
7
7
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1
5
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2
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7
6
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7
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.
8
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3
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〈
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4
,6
8
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1
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1
6
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4
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（
4
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（
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8
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（

1
,7
2
2
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)
（

1
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1
)

（
2
,4
6
4
)

（
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2
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)

卸
売
業
,小

売
業
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2
,
4
0
7

3
,
4
1
7
,
0
8
8

1
1
,
9
3
3

1
,
6
5
3

2
4
,
5
8
4

7
2
0
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0
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,
4
6
3
.
0

4
,
9
9
6
.
5
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.
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8

4
,
4
6
2
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2
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)
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3
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6
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1
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（

1
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4
,3
6
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)

（
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4
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2
1
8
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3
5

5
,
7
8
8

1
2
1
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,
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6
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0
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2
0
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.
5

1
.
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3

5
5
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4
1
.
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〈
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〈
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（
1
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5
7
)

（
1
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5
0
,1
6
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)

（
5
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9
8
)
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0
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)

（
9
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)
（

2
0
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)
（
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1
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産
業
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,
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,
1
9
8
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,
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1

1
0
6

1
,
9
4
3
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.
0

4
,
1
7
6
.
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5
0
9
.
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1
.
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7

4
0
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（
9
5
3
)

（
7
8
)

（
1
,7
9
7
)

（
3
0
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（
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)

（
5
6
8
,7
4
3
)

（
1
,9
4
2
)

（
4
3
0
)

（
4
,4
4
5
)

（
1
0
9
.0

)
（

8
,8
1
3
.5

)
（

9
4
4
.0

)
（

1
.5
5
)

（
8
8
7
)

（
4
2
.3

)

2
,
3
9
7

4
6
7
,
2
6
7

2
,
1
8
0

2
4
1

4
,
2
4
2

1
0
5
.
0

8
,
8
9
5
.
5

1
,
0
4
0
.
0

1
.
9
0

9
1
0

3
8
.
0

〈
19
,9
87
.0

〉
〈

4.
28

〉

（
2
,3
7
8
)

（
4
4
5
,8
4
9
)

（
1
,9
3
7
)

（
1
8
0
)

（
3
,9
1
0
)

（
7
5
.0

)
（

8
,0
0
1
.5

)
（

1
,1
4
6
.5

)
（

1
.7
9
)

（
8
6
5
)

（
3
6
.4

)

1
,
5
6
3

3
4
3
,
6
1
5

1
,
3
3
4

6
7

2
,
0
6
4

2
8
.
0

4
,
8
1
3
.
0

3
8
6
.
5

1
.
4
0

6
4
8

4
1
.
5

（
1
,5
8
9
)

（
3
6
1
,7
0
8
)

（
1
,4
0
5
)

（
6
6
)

（
2
,1
0
5
)

（
2
0
.0

)
（

4
,9
9
1
.0

)
（

3
3
1
.0

)
（

1
.3
8
)

（
6
2
3
)

（
3
9
.2

)

医
療
,福

祉
1
0
,
1
1
6

1
,
7
1
1
,
1
9
3

8
,
5
6
0

1
,
6
1
2

1
5
,
4
0
3

8
7
2
.
0

3
4
,
5
7
1
.
0

3
,
9
2
9
.
0

2
.
0
2

6
,
1
0
7

6
0
.
4

〈
25
,8
92
.0

〉
〈

1.
51

〉

（
9
,6
0
5
)

（
1
,5
9
1
,4
3
8
)

（
7
,8
3
7
)

（
1
,3
4
0
)

（
1
3
,7
3
8
)

（
6
6
1
.0

)
（

3
1
,0
8
2
.5

)
（

3
,5
7
2.
5

)
（

1
.9
5
)

（
5
,5
8
5
)

（
5
8
.1

)

8
8
3

5
6
7
,
9
3
6

2
,
3
1
1

2
8
2

5
,
3
6
4

1
1
0
.
0

1
0
,
3
2
3
.
0

1
,
2
8
7
.
0

1
.
8
2

4
2
7

4
8
.
4

（
8
8
4
)

（
5
7
8
,1
5
4
)

（
2
,2
5
0
)

（
2
6
3
)

（
4
,9
8
2
)

（
9
5
.0

)
（

9
,7
9
2
.5

)
（

2
8
2
.5

)
（

1
.6
9
)

（
40
4
)

（
4
5
.7

)

サ
ー
ビ
ス
業

6
,
5
9
3

1
,
7
4
8
,
0
9
4

7
,
0
7
7

7
9
2

1
3
,
4
1
5

2
2
6
.
0

2
8
,
4
7
4
.
0

3
,
3
9
2
.
5

1
.
6
3

2
,
8
7
3

4
3
.
6

（
6
,7
1
1
)

（
1
,7
4
1
,2
2
3
)

（
6
,6
9
5
)

（
6
9
0
)

（
1
2
,7
2
0
)

（
1
7
9
.0

)
（

2
6
,8
8
9
.5

)
（

4
,8
2
3
.0

)
（

1
.5
4
)

（
2
,8
0
4
)

（
4
1
.8

)

注
　

１
(
1
)
①

の
表

と
同

じ

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の
基

礎
と

な
る
労
働
者
数

Ａ
.重

度
身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

学
術
研
究
,専

門
・
技
術
サ
ー
ビ

ス
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業
,娯

楽
業

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で
あ
る
短

時
間

労
働

者

Ｃ
．
重

度
以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障
害

者
及

び
精
神

障
害

者

宿
泊
業
,飲

食
サ
ー
ビ
ス
業

複
合

サ
ー

ビ
ス
事

業

① 企
業

数

金
融
業
,保

険
業

電
気

・
ガ
ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

区
分

教
育
,学

習
支
援
業

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

⑤ 法
定
雇
用
率
達

成
企

業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
1
0
0

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0
.5

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分

Ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

③
　
障

害
者

の
数
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②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

人
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人
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人
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人
人

人
人

人
人

人
人
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業
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3
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（
7
,
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1
,
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8
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0
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人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人
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林
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漁
業
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0
5
.
0
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9
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5
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5
9
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4
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3
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8
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5
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3
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3
)
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4
1
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8
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8
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9
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6
5
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8
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9
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0
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4

1
1

1
,
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6
5
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4

1
1
0
1
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0
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4
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0
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1
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0
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,
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6
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.
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)
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,
0
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1
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（
9
)
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1
,
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)
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3
,
6
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9
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（
2
7
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（
1
)

（
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8
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（
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3
)

（
4
4
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（
3
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0
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,
3
9
9

4
5
7

1
5
9
.
0

5
3
6
.
5

（
2
2
,
0
5
8
.
5
)

（
4
,
4
1
1
)

（
2
7
4
)

（
9
,
3
4
8
)

（
1
8
,
4
4
4
)

（
5
7
4
)

（
8
1
)

（
1
,
9
6
2
)

（
3
,
1
9
1
)

（
3
6
0
)

（
1
2
7
.
0
)

（
4
2
3
.
5
)

卸
売
業
,小

売
業

5
0
,
4
6
3
.
0

9
,
9
5
5

1
,
2
3
5

1
4
,
8
8
4

3
6
,
0
2
9

1
,
9
7
8

4
1
8

8
,
1
4
0

1
2
,
5
1
4

1
,
5
6
0

7
2
0
.
0

1
,
9
2
0
.
0

（
4
8
,
7
7
8
.
5
)

（
9
,
8
3
1
)

（
1
,
1
2
8
)

（
1
4
,
9
1
3
)

（
3
5
,
7
0
3
)

（
1
,
8
4
9
)

（
3
5
3
)

（
7
,
5
8
4
)

（
1
1
,
6
3
5
)

（
1
,
1
9
4
)

（
4
9
3
.
0
)

（
1
,
4
4
0
.
5
)

2
1
,
0
7
0
.
5

5
,
6
9
9

1
1
8

8
,
8
1
0

2
0
,
3
2
6

8
9

3
2
4
1

4
2
2

3
1
0

2
5
.
0

3
2
2
.
5

（
2
0
,
7
7
4
.
0
)

（
5
,
6
3
0
)

（
1
0
5
)

（
8
,
8
8
0
)

（
2
0
,
2
4
5
)

（
6
8
)

（
3
)

（
1
7
9
)

（
3
1
8
)

（
2
0
4
)

（
1
4
.
0
)

（
2
1
1
.
0
)

不
動
産
業
,物

品
賃
貸
業

4
,
1
7
6
.
5

9
5
7

8
3

1
,
4
5
9

3
,
4
5
6

9
4

2
3

3
8
7

5
9
8

9
7

5
1
.
0

1
2
2
.
5

（
3
,
7
9
6
.
0
)

（
8
6
9
)

（
5
7
)

（
1
,
4
0
1
)

（
3
,
1
9
6
)

（
8
4
)

（
2
1
)

（
3
1
8
)

（
5
0
7
)

（
7
8
)

（
3
0
.
0
)

（
9
3
.
0
)

6
,
6
8
6
.
0

1
,
8
3
4

1
6
7

2
,
1
1
5

5
,
9
5
0

1
1
3

2
7

2
9
7

5
5
0

1
5
7

5
8
.
0

1
8
6
.
0

（
5
,
6
9
2
.
5
)

（
1
,
5
3
4
)

（
1
4
8
)

（
1
,
8
6
5
)

（
5
,
0
8
1
)

（
8
8
)

（
2
0
)

（
2
7
3
)

（
4
6
9
)

（
1
2
2
)

（
4
1
.
0
)

（
1
4
2
.
5
)

宿
泊
業
,飲

食
サ
ー
ビ
ス
業

8
,
4
1
2
.
5

1
,
1
3
3

2
7
1

2
,
0
3
6

4
,
5
7
3

6
4
7

1
8
0

2
,
0
8
4

3
,
5
5
8

1
9
8

1
6
7
.
0

2
8
1
.
5

（
8
,
8
1
3
.
5
)

（
1
,
2
6
8
)

（
2
6
6
)

（
2
,
1
8
5
)

（
4
,
9
8
7
)

（
6
7
4
)

（
1
6
4
)

（
2
,
0
6
7
)

（
3
,
5
7
9
)

（
1
9
3
)

（
1
0
9
.
0
)

（
2
4
7
.
5
)

8
,
8
9
5
.
5

1
,
2
4
1

1
6
7

1
,
9
7
4

4
,
6
2
3

9
3
9

7
4

1
,
9
8
2

3
,
9
3
4

2
8
6

1
0
5
.
0

3
3
8
.
5

（
8
,
0
0
1
.
5
)

（
1
,
0
7
5
)

（
1
2
5
)

（
1
,
8
5
1
)

（
4
,
1
2
6
)

（
8
6
2
)

（
5
5
)

（
1
,
8
6
8
)

（
3
,
6
4
7
)

（
1
9
1
)

（
7
5
.
0
)

（
2
2
8
.
5
)

4
,
8
1
3
.
0

1
,
2
5
4

5
1

1
,
7
8
9

4
,
3
4
8

8
0

1
6

1
9
0

3
6
6

8
5

2
8
.
0

9
9
.
0

（
4
,
9
9
1
.
0
)

（
1
,
3
2
8
)

（
4
8

)
（

1
,
8
5
3

)
（

4
,
5
5
7

)
（

7
7

)
（

1
8

)
（

1
8
6

)
（

3
5
8
)

（
6
6
)

（
2
0
.
0
)

（
7
6
.
0
)

医
療
,福

祉
3
4
,
5
7
1
.
0

6
,
8
3
9

9
2
3

1
0
,
0
4
5

2
4
,
6
4
6

1
,
7
2
1

6
8
9

4
,
3
6
6

8
,
4
9
7

9
9
2

8
7
2
.
0

1
,
4
2
8
.
0

（
3
1
,
0
8
2
.
5
)

（
6
,
3
9
1
)

（
7
7
1
)

（
9
,
1
5
4
)

（
2
2
,
7
0
7
)

（
1
,
4
4
6
)

（
5
6
9
)

（
3
,
8
4
4
)

（
7
,
3
0
5
)

（
7
4
0
)

（
6
6
1
.
0
)

（
1
,
0
7
0
.
5
)

1
0
,
3
2
3
.
0

2
,
0
8
2

2
5
4

3
,
8
8
1

8
,
2
9
9

2
2
9

2
8

7
8
6

1
,
2
7
2

6
9
7

1
1
0
.
0

7
5
2
.
0

（
9
,
7
9
2
.
5
)

（
2
,
0
4
7
)

（
2
3
4

)
（

3
,
7
3
9

)
（

8
,
0
6
7

)
（

2
0
3

)
（

2
9

)
（

6
9
8

)
（

1
,
1
3
3
)

（
5
4
5
)

（
9
5
.
0
)

（
5
9
2
.
5
)

サ
ー

ビ
ス
業

2
8
,
4
7
4
.
0

5
,
7
3
9

6
5
2

9
,
9
7
2

2
2
,
1
0
2

1
,
3
3
8

1
4
0

2
,
6
2
9

5
,
4
4
5

8
1
4

2
2
6
.
0

9
2
7
.
0

（
2
6
,
8
8
9
.
5
)

（
5
,
5
0
1
)

（
5
6
2
)

（
9
,
7
2
8
)

（
2
1
,
2
9
2
)

（
1
,
1
9
4
)

（
1
2
8
)

（
2
,
3
7
2
)

（
4
,
8
8
8
)

（
6
2
0
)

（
1
7
9
.
0
)

（
7
0
9
.
5
)

注
　

１
(
1
)
②

の
表

と
同

じ

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

ｃ
．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

鉱
業
,採

石
業
,砂

利
採

取
業

学
術
研
究
,専

門
・
技
術

サ
ー

ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,

娯
楽
業

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障
害

者
b
．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時
間

労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の
知

的
障
害
者

④
精
神
障
害
者
の
数

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用
分

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用
分

ｃ
.精

神
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働
者

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

教
育
・
学
習
支
援
業

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用
分

区
分

① 障
害
者
の
数

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水

道
業

金
融
業
,保

険
業

b
．
　
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
短
時
間

労
働
者

②
身
体
障
害
者
の
数

ａ
.重

度
身
体
障
害

者
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③
　
製
造
業
に
お
け

る
雇

用
状

況
（

概
況

）

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

製
造
業
計

2
0
,
2
6
7

6
,
3
6
4
,
4
2
6

3
0
,
9
4
1

8
2
2

5
0
,
3
5
1

2
2
0
.
0

1
1
3
,
1
6
5
.
0

6
,
3
9
8
.
0

1
.
7
8

1
1
,
1
1
6

5
4
.
8

〈
11

0,
12

7.
0

〉
〈

1.
73

〉

(
2
0
,
7
0
4
)

(
6
,
4
3
6
,
0
5
5

)
(

3
1
,
0
4
2
)

(
7
8
8
)

(
5
0
,
4
1
2
)

(
1
8
4
.
0
)

(
1
1
3
,
3
7
6
.
0

)
(

6
,
6
3
5
.
5

)
(

1
.
7
6
)

(
1
1
,
3
5
9
)

(
5
4
.
9

)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

食
料

品
・
た
ば

こ
3
,
2
3
1

7
8
8
,
0
8
6

3
,
2
2
3

2
5
3

8
,
6
9
1

7
8
.
0

1
5
,
4
2
9
.
0

1
,
0
0
1
.
0

1
.
9
6

2
,
0
4
1

6
3
.
2

〈
13

,9
83

.0
〉

〈
1.

77
〉

(
3
,
2
3
5
)

(
7
8
0
,
3
6
7
)

(
3
,
1
8
0
)

(
2
3
2
)

(
8
,
6
1
0
)

(
6
0
.
0
)

(
1
5
,
2
3
2
.
0

)
(

9
2
0
.
0
)

(
1
.
9
5
)

(
2
,
0
7
3
)

(
6
4
.
1

)

繊
維
・
衣
服

8
4
5

1
5
0
,
2
3
6

7
1
8

2
6

1
,
4
7
5

1
1
.
0

2
,
9
4
2
.
5

1
3
4
.
5

1
.
9
6

5
3
2

6
3
.
0

(
8
8
6
)

(
1
5
9
,
7
7
0
)

(
7
7
3
)

(
3
5
)

(
1
,
5
7
7
)

(
9
.
0
)

(
3
,
1
6
2
.
5

)
(

1
5
4
.
5
)

(
1
.
9
8
)

(
5
7
1
)

(
6
4
.
4

)

木
材
・
家
具

4
0
1

7
6
,
7
1
4

3
7
2

8
7
7
4

0
.
0

1
,
5
2
6
.
0

8
8
.
0

1
.
9
9

2
6
3

6
5
.
6

〈
1,

48
6.

0
〉

〈
1.

94
〉

(
4
1
7
)

(
8
0
,
4
9
3
)

(
3
5
8
)

(
7
)

(
7
8
3
)

(
0
.
0
)

(
1
,
5
0
6
.
0

)
(

7
4
.
0
)

(
1
.
8
7
)

(
2
6
1
)

(
6
2
.
6

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙

・
印

刷
1
,
6
3
0

3
2
8
,
0
3
6

1
,
4
4
1

5
3

2
,
6
2
8

1
2
.
0

5
,
5
6
9
.
0

3
3
8
.
0

1
.
7
0

8
9
4

5
4
.
8

(
1
,
6
9
6
)

(
3
3
5
,
0
9
6
)

(
1
,
4
7
3
)

(
4
4
)

(
2
,
7
0
1
)

(
7
.
0
)

(
5
,
6
9
4
.
5

)
(

3
3
6
.
0
)

(
1
.
7
0
)

(
9
0
8
)

(
5
3
.
5

)

化
学
工
業

2
,
1
2
1

7
8
3
,
7
2
0

3
,
6
2
2

1
0
6

5
,
9
3
5

2
0
.
0

1
3
,
2
9
5
.
0

8
2
6
.
5

1
.
7
0

1
,
0
0
9

4
7
.
6

〈
12

,1
90

.0
〉

〈
1.

56
〉

(
2
,
1
8
1
)

(
7
8
9
,
0
7
7
)

(
3
,
5
8
4
)

(
8
8
)

(
5
,
8
6
8
)

(
1
8
.
0
)

(
1
3
,
1
3
3
.
0

)
(

9
8
0
.
5
)

(
1
.
6
6
)

(
1
,
0
2
8
)

(
4
7
.
1

)

窯
業
・
土
石

5
7
3

1
3
2
,
9
3
8

5
6
5

1
4

1
,
1
3
1

1
.
0

2
,
2
7
5
.
5

1
0
8
.
5

1
.
7
1

3
1
1

5
4
.
3

(
5
7
8
)

(
1
3
1
,
3
1
8
)

(
5
5
5
)

(
1
5
)

(
1
,
1
2
7
)

(
1
.
0
)

(
2
,
2
5
2
.
5

)
(

1
3
1
.
5
)

(
1
.
7
2
)

(
3
3
0
)

(
5
7
.
1

)

鉄
鋼

3
9
2

1
4
2
,
2
8
9

6
3
8

1
6

1
,
2
6
1

2
.
0

2
,
5
5
4
.
0

9
2
.
0

1
.
7
9

2
4
6

6
2
.
8

〈
2,

59
7.

0
〉

〈
1.

83
〉

(
4
1
2
)

(
1
4
7
,
7
3
3
)

(
6
5
4
)

(
1
2
)

(
1
,
2
7
9
)

(
2
.
0
)

(
2
,
6
0
0
.
0

)
(

8
0
.
0
)

(
1
.
7
6
)

(
2
4
3
)

(
5
9
.
0

)

非
鉄
金
属

3
7
1

1
1
5
,
9
0
2

5
6
5

1
2

9
1
2

3
.
0

2
,
0
5
5
.
5

1
1
6
.
0

1
.
7
7

2
1
5

5
8
.
0

(
3
8
6
)

(
1
0
3
,
4
1
7
)

(
4
7
6
)

(
5
)

(
8
0
9
)

(
2
.
0
)

(
1
,
7
6
7
.
0

)
(

7
2
.
0
)

(
1
.
7
1
)

(
2
1
8
)

(
5
6
.
5

)

金
属
製
品

1
,
5
9
4

2
7
0
,
8
9
6

1
,
1
4
3

3
4

2
,
3
7
0

7
.
0

4
,
6
9
3
.
5

2
1
0
.
5

1
.
7
3

8
8
6

5
5
.
6

〈
5,

21
2.

0
〉

〈
1.

92
〉

(
1
,
6
1
6
)

(
2
8
5
,
5
1
3
)

(
1
,
2
7
0
)

(
4
2
)

(
2
,
4
7
0
)

(
8
.
0
)

(
5
,
0
5
6
.
0

)
(

2
1
9
.
5
)

(
1
.
7
7
)

(
9
0
8
)

(
5
6
.
2

)

電
気
機
械

2
,
0
9
6

1
,
0
5
6
,
3
7
3

6
,
1
8
5

6
6

6
,
9
8
5

1
6
.
0

1
9
,
4
2
9
.
0

8
6
1
.
5

1
.
8
4

1
,
1
2
9

5
3
.
9

(
2
,
1
0
5
)

(
1
,
0
3
8
,
9
4
7

)
(

6
,
1
3
0
)

(
7
0
)

(
6
,
7
5
0
)

(
1
4
.
0
)

(
1
9
,
0
8
7
.
0

)
(

9
3
8
.
5
)

(
1
.
8
4
)

(
1
,
1
4
5
)

(
5
4
.
4

)

そ
の
他
機
械

4
,
8
5
5

1
,
8
6
7
,
8
0
9

9
,
3
4
3

1
6
1

1
3
,
4
3
5

5
0
.
0

3
2
,
3
0
7
.
0

1
,
9
2
9
.
5

1
.
7
3

2
,
5
0
4

5
1
.
6

〈
30

,3
16

.0
〉

〈
1.

62
〉

(
5
,
0
1
8
)

(
1
,
9
1
7
,
7
7
6

)
(

9
,
4
0
5
)

(
1
6
1
)

(
1
3
,
5
9
6
)

(
4
1
.
0
)

(
3
2
,
5
8
7
.
5

)
(

2
,
0
4
0
.
5

)
(

1
.
7
0
)

(
2
,
6
0
1
)

(
5
1
.
8

)

そ
の
他

2
,
1
5
8

6
5
1
,
4
2
7

3
,
1
2
6

7
3

4
,
7
5
4

2
0
.
0

1
1
,
0
8
9
.
0

6
9
2
.
0

1
.
7
0

1
,
0
8
6

5
0
.
3

(
2
,
1
7
4
)

(
6
6
6
,
5
4
8
)

(
3
,
1
8
4
)

(
7
7
)

(
4
,
8
4
2
)

(
2
2
.
0
)

(
1
1
,
2
9
8
.
0

)
(

6
8
8
.
5
)

(
1
.
7
0
)

(
1
,
0
7
3
)

(
4
9
.
4

)

注
 
１

(
1
)
①

の
表

と
同

じ

⑥ 法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の
割

合

⑤ 法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
1
0
0

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で
あ

る
短

時
間
労
働
者

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者

Ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者

区
分

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の
基

礎
と

な
る
労

働
者

数

① 企
業

数
Ｅ
．
　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×
0
.5

③
　
障
害
者
の
数
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④
　
製
造
業
に
お
け

る
雇

用
状

況
（

障
害

種
別

）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

製
造
業
計

1
1
3
,
1
6
5
.
0

2
7
,
1
6
9

5
9
3

3
6
,
6
0
0

9
1
,
5
3
1

3
,
7
7
2

2
2
9

1
1
,
7
6
5

1
9
,
5
3
8

1
,
9
8
6

2
2
0
.
0

2
0
9
6
.
0

（
1
1
3
,
3
7
6
.
0

)
（

2
7
,
4
2
6
)

（
5
8
9
)

（
3
7
,
4
0
0
)

（
9
2
,
8
4
1
)

（
3
,
6
1
6
)

（
1
9
9
)

（
1
1
,
3
5
9
)

（
1
8
,
7
9
0
)

（
1
,
6
5
3
)

（
1
8
4
.
0
)

（
1
7
4
5
.
0

)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

食
料
品
・
た
ば
こ

1
5
,
4
2
9
.
0

2
,
1
5
9

1
5
2

4
,
3
4
6

8
,
8
1
6

1
,
0
6
4

1
0
1

4
,
0
6
9

6
,
2
9
8

2
7
6

7
8
.
0

3
1
5
.
0

（
1
5
,
2
3
2
.
0

)
（

2
,
1
5
5
)

（
1
5
2
)

(
4
,
3
9
9
)

（
8
,
8
6
1
)

（
1
,
0
2
5

(
8
0
)

(
3
,
9
6
7
)

（
6
,
0
9
7
)

（
2
4
4
)

（
6
0
.
0
)

（
2
7
4
.
0

)

繊
維
工
業

2
,
9
4
2
.
5

5
9
8

2
5

1
,
0
0
2

2
,
2
2
3

1
2
0

1
4
2
7

6
6
8

4
6

1
1
.
0

5
1
.
5

（
3
,
1
6
2
.
5
)

（
6
5
6
)

（
3
1
)

（
1
,
1
0
5
)

（
2
,
4
4
8
)

（
1
1
7
)

（
4
)

（
4
3
2
)

（
6
7
0
)

（
4
0
)

（
9
.
0
)

（
4
4
.
5

)

木
材
・
家
具

1
,
5
2
6
.
0

3
4
2

3
5
4
3

1
,
2
3
0

3
0

5
2
0
1

2
6
6

3
0

0
.
0

3
0
.
0

（
1
,
5
0
6
.
0
)

（
3
3
2
)

（
5
)

（
5
6
1
)

（
1
,
2
3
0
)

（
2
6
)

（
2
)

（
2
0
4
)

（
2
5
8
)

（
1
8
)

（
0
.
0
)

（
1
8
.
0

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙

・
印

刷
5
,
5
6
9
.
0

1
,
3
1
0

4
3

1
,
9
8
5

4
,
6
4
8

1
3
1

1
0

5
6
0

8
3
2

8
3

1
2
.
0

8
9
.
0

（
5
,
6
9
4
.
5
)

（
1
,
3
5
1
)

（
3
6
)

（
2
,
0
7
3
)

（
4
,
8
1
1
)

（
1
2
2
)

（
8
)

（
5
4
0
)

（
7
9
2
)

（
8
8
)

（
7
.
0
)

（
9
1
.
5

)

化
学
工
業

1
3
,
2
9
5
.
0

3
,
1
0
3

6
6

4
,
7
4
3

1
1
,
0
1
5

5
1
9

4
0

9
7
9

2
,
0
5
7

2
1
3

2
0
.
0

2
2
3
.
0

（
1
3
,
1
3
3
.
0

)
（

3
,
1
1
9
)

（
6
1
)

（
4
,
7
9
3
)

（
1
1
,
0
9
2
)

（
4
6
5
)

（
2
7
)

（
8
9
5
)

（
1
,
8
5
2
)

（
1
8
0
)

（
1
8
.
0
)

（
1
8
9
.
0

)

窯
業
・
土
石

2
,
2
7
5
.
5

4
8
8

1
0

8
4
1

1
,
8
2
7

7
7

4
2
6
0

4
1
8

3
0

1
.
0

3
0
.
5

（
2
,
2
5
2
.
5
)

（
4
8
1
)

（
1
0
)

（
8
5
5
)

（
1
,
8
2
7
)

（
7
4
)

（
5
)

（
2
4
1
)

（
3
9
4
)

（
3
1
)

（
1
.
0
)

（
3
1
.
5

)

鉄
鋼

2
,
5
5
4
.
0

5
9
5

1
6

1
,
1
1
2

2
,
3
1
8

4
3

0
1
0
6

1
9
2

4
3

2
.
0

4
4
.
0

（
2
,
6
0
0
.
0
)

（
6
1
4
)

（
1
1
)

（
1
,
1
5
4
)

（
2
,
3
9
3
)

（
4
0
)

（
1
)

（
9
1
)

（
1
7
2
)

（
3
4
)

（
2
.
0
)

（
3
5
.
0

)

非
鉄
金
属

2
,
0
5
5
.
5

4
7
3

1
1

6
9
9

1
,
6
5
6

9
2

1
1
7
3

3
5
8

4
0

3
.
0

4
1
.
5

（
1
,
7
6
7
.
0
)

（
4
2
7
)

（
5
)

（
6
4
0
)

（
1
,
4
9
9
)

（
4
9
)

（
0
)

（
1
4
3
)

（
2
4
1
)

（
2
6
)

（
2
.
0
)

（
2
7
.
0

)

金
属
製
品

4
,
6
9
3
.
5

9
0
2

3
1

1
,
6
5
1

3
,
4
8
6

2
4
1

3
6
4
9

1
,
1
3
4

7
0

7
.
0

7
3
.
5

（
5
,
0
5
6
.
0
)

（
9
7
1
)

（
3
9
)

（
1
,
7
5
1
)

（
3
,
7
3
2
)

（
2
9
9
)

（
3
)

（
6
7
1
)

（
1
,
2
7
2
)

（
4
8
)

（
8
.
0
)

（
5
2
.
0

)

電
気
機
械

1
9
,
4
2
9
.
0

5
,
7
7
9

4
5

5
,
5
8
2

1
7
,
1
8
5

4
0
6

2
1

1
,
0
6
7

1
,
9
0
0

3
3
6

1
6
.
0

3
4
4
.
0

（
1
9
,
0
8
7
.
0

)
（

5
,
7
4
0
)

（
4
9
)

（
5
,
4
5
9
)

（
1
6
,
9
8
8
)

（
3
9
0
)

（
2
1
)

（
1
,
0
2
5
)

（
1
,
8
2
6
)

（
2
6
6
)

（
1
4
.
0
)

（
2
7
3
.
0

)

そ
の
他
機
械

3
2
,
3
0
7
.
0

8
,
6
7
1

1
3
5

1
0
,
5
5
9

2
8
,
0
3
6

6
7
2

2
6

2
,
3
0
6

3
,
6
7
6

5
7
0

5
0
.
0

5
9
5
.
0

（
3
2
,
5
8
7
.
5

)
（

8
,
7
4
2
)

（
1
3
8
)

（
1
0
,
8
5
2
)

（
2
8
,
4
7
4
)

（
6
6
3
)

（
2
3
)

（
2
,
2
5
5
)

（
3
,
6
0
4
)

（
4
8
9
)

（
4
1
.
0
)

（
5
0
9
.
5

)

そ
の
他

1
1
,
0
8
9
.
0

2
,
7
4
9

5
6

3
,
5
3
7

9
,
0
9
1

3
7
7

1
7

9
6
8

1
,
7
3
9

2
4
9

2
0
.
0

2
5
9
.
0

（
1
1
,
2
9
8
.
0

)
（

2
,
8
3
8
)

（
5
2
)

（
3
,
7
5
8
)

（
9
,
4
8
6
)

（
3
4
6
)

（
2
5
)

（
8
9
5
)

（
1
,
6
1
2
)

（
1
8
9
)

（
2
2
.
0
)

（
2
0
0
.
0

)

注
　

１
(
1
)
②

の
表

と
同

じ

④
精

神
障

害
者

の
数

ｃ
.精

神
障

害
者

ｄ
．
精

神
障

害
者

で
あ
る
短

時
間

労
働

者

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

b
．
　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ
る
短

時
間

労
働

者

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障
害

者
b
．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

区
分

②
身

体
障
害
者
の
数

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

① 障
害

者
の
数

ａ
.重

度
身

体
障

害
者
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(
4
)
 
民
間
企
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
の
推
移

(
各
年
６
月
１
日
現
在
)

対
前
年
増
減

対
前
年
増
減

対
前
年
増
減

昭
和

5
4

年
1
2
8
,
4
9
3

1
.
1
2

5
2
.
0

5
5

1
3
5
2
2
8

6
7
3
5

1
1
3

0
0
1

5
1
6

△
0
4

法
定
雇
用
率
達
成
企
業
の

割
合
（
％
)

年
実
雇
用
率
(
％
)

障
害
者
の
数
(
人
)

5
5

1
3
5
,
2
2
8

6
,
7
3
5

1
.
1
3

0
.
0
1

5
1
.
6

△
 
0
.
4

5
6

1
4
4
,
7
1
3

9
,
4
8
5

1
.
1
8

0
.
0
5

5
3
.
4

1
.
8

5
7

1
5
2
,
6
0
3

7
,
8
9
0

1
.
2
2

0
.
0
4

5
3
.
8

0
.
4

5
8

1
5
5
,
5
1
5

2
,
9
1
2

1
.
2
3

0
.
0
1

5
3
.
5

△
 
0
.
3

5
9

1
5
9
,
9
0
9

4
,
3
9
4

1
.
2
5

0
.
0
2

5
3
.
6

0
.
1

6
0

1
6
8
,
2
7
6

8
,
3
6
7

1
.
2
6

0
.
0
1

5
3
.
5

△
 
0
.
1

6
1

1
7
0
,
2
4
7

1
,
9
7
1

1
.
2
6

0
.
0
0

5
3
.
8

0
.
3

6
1

1
7
0
,
2
4
7

1
,
9
7
1

1
.
2
6

0
.
0
0

5
3
.
8

0
.
3

6
2

1
7
1
,
8
8
0

1
,
6
3
3

1
.
2
5

△
 
0
.
0
1

5
3
.
0

△
 
0
.
8

6
3

1
8
7
,
1
1
5

1
5
,
2
3
5

1
.
3
1

0
.
0
6

5
1
.
5

△
 
1
.
5

(
1
7
7
,
7
0
8

)
(

5
,
8
2
8
)
(

1
.
2
5

)
(

0
.
0
0
)

平
成

元
年

1
9
5
,
2
7
6

8
,
1
6
1

1
.
3
2

0
.
0
1

5
1
.
6

0
.
1

2
2
0
3
,
6
3
4

8
,
3
5
8

1
.
3
2

0
.
0
0

5
2
.
2

0
.
6

3
2
1
4
,
8
1
4

1
1
,
1
8
0

1
.
3
2

0
.
0
0

5
1
.
8

△
 
0
.
4

注
１

,
,

注
１

4
2
2
9
,
6
2
7

1
4
,
8
1
3

1
.
3
6

0
.
0
4

5
1
.
9

0
.
1

　
障

害
者

の
数

と
は

、
次

に
掲

げ
る

者
の

合
計

で
あ

る
。

5
2
4
0
,
9
8
5

1
1
,
3
5
8

1
.
4
1

0
.
0
5

5
1
.
4

△
 
0
.
5

～
昭

和
6
2
年

(
2
3
7
,
6
2
1

)
(

7
,
9
9
4
)
(

1
.
3
9

)
(

0
.
0
3
)

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

6
2
4
5
,
3
4
8

4
,
3
6
3

1
.
4
4

0
.
0
3

5
0
.
4

△
 
1
.
0

昭
和

6
3
年

～
平

成
４

年

7
2
4
7
,
0
7
7

1
,
7
2
9

1
.
4
5

0
.
0
1

5
0
.
6

0
.
2

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

8
2
4
7
,
9
8
2

9
0
5

1
.
4
7

0
.
0
2

5
0
.
5

△
 
0
.
1

知
的

障
害

者

9
2
5
0
,
0
3
0

2
,
0
4
8

1
.
4
7

0
.
0
0

5
0
.
2

△
 
0
.
3

平
成

５
年

～
平

成
1
7
年

1
0

2
5
1
,
4
4
3

1
,
4
1
3

1
.
4
8

0
.
0
1

5
0
.
1

△
 
0
.
1

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

1
1

2
5
4
,
5
6
2

3
,
1
1
9

1
.
4
9

0
.
0
1

4
4
.
7

△
 
5
.
4

知
的

障
害

者
（

重
度

知
的

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

(
2
4
9
,
9
2
0

)
(

△
 
1
,
5
2
3
)
(

1
.
4
8

)
(

0
.
0
0
)

重
度

身
体

障
害

者
又

は
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

1
2

2
5
2
,
8
3
6

△
 
1
,
7
2
6

1
.
4
9

0
.
0
0

4
4
.
3

△
 
0
.
4

平
成

1
8
年

1
3

2
5
2
,
8
7
0

3
4

1
.
4
9

0
.
0
0

4
3
.
7

△
 
0
.
6

身
体

障
害

者
（

重
度

身
体

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

1
4

2
4
6
2
8
4

△
6
5
8
6

1
4
7

△
0
0
2

4
2
5

△
1
2

1
4

2
4
6
,
2
8
4

△
 
6
,
5
8
6

1
.
4
7

△
 
0
.
0
2

4
2
.
5

△
 
1
.
2

知
的

障
害

者
（

重
度

知
的

障
害

者
は

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
）

、

1
5

2
4
7
,
0
9
3

8
0
9

1
.
4
8

0
.
0
1

4
2
.
5

0
.
0

精
神
障
害
者
、

1
6

2
5
7
,
9
3
9

1
0
,
8
4
6

1
.
4
6

△
 
0
.
0
2

4
1
.
7

△
 
0
.
8

重
度

身
体

障
害

者
、

重
度

知
的

障
害

者
又

は
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

1
7

2
6
9
,
0
6
6

1
1
,
1
2
7

1
.
4
9

0
.
0
3

4
2
.
1

0
.
4

（
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
0
.5
カ
ウ
ン
ト
）

1
8

2
8
3
,
7
5
0
.
5

1
4
,
6
8
4
.
5

1
.
5
2

0
.
0
3

4
3
.
4

1
.
3

(
2
8
1
,
8
3
3

)
(

1
2
,
7
6
7
)
(

1
.
5
1

)
(

0
.
0
2
)

注
２

1
9

3
0
2
7
1
6
0

1
8
9
6
5
5

1
5
5

0
0
3

4
3
8

0
4

（
）

内
は

そ
れ

ぞ
れ

制
度

改
正

前
の

前
年

度
と

同
じ

方
法

に
よ

り
計

算
し

た
数

値
で

あ
る

1
9

3
0
2
,
7
1
6
.
0

1
8
,
9
6
5
.
5

1
.
5
5

0
.
0
3

4
3
.
8

0
.
4

 
（

　
）

内
は

、
そ

れ
ぞ

れ
制

度
改

正
前

の
前

年
度

と
同

じ
方

法
に

よ
り

計
算

し
た

数
値

で
あ

る
。

2
0

3
2
5
,
6
0
3

2
2
,
8
8
7

1
.
5
9

0
.
0
4

4
4
.
9

1
.
1

2
1

3
3
2
,
8
1
1
.
5

7
,
2
0
8
.
5

1
.
6
3

0
.
0
4

4
5
.
5

0
.
6

2
2

3
4
2
,
9
7
3
.
5

1
0
,
1
6
2
.
0

1
.
6
8

0
.
0
5

4
7
.
0

1
.
5
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(5
) 

障
害

者
不

足
数

階
級

別
の

法
定

雇
用

率
未

達
成

企
業

数

0
.5
人

又
は
１

人
1
.5
人

又
は
2
人

2
.5
人

又
は
3
人

3
.5
人

又
は
4
人

4
.5
人
以
上

9
人

以
下

9
.5
人
以
上

2
0
人

以
下

2
0
.5
人
以
上

5
0
人

以
下

5
0
.5
人
以
上

規
模
計

3
8
,0

8
8

2
4
,5

9
5

8
,1

7
3

2
,6

9
8

1
,3

8
8

1
,0

2
7

1
6
4

3
8

5
2
4
,3

2
6

(1
0
0
.0
%
)

(6
4
.6
%
)

(2
1
.5
%
)

(7
.1
%
)

(3
.6
%
)

(2
.7
%
)

(0
.4
%
)

(0
.1
%
)

(0
.0
%
)

(6
3
.9
%
)

5
6
-
9
9
人

1
5
,1

5
9

1
5
,1

5
9

－
－

－
－

－
－

－
1
5
,0

9
3

(1
0
0
.0
%
)

(1
0
0
.0
%
)

－
－

－
－

－
－

－
(9
9
.6
%
)

1
0
0
-
2
9
9
人

1
6
,4

1
5

7
,9

3
2

6
,6

6
5

1
,4

0
2

3
7
2

4
4

－
－

－
9
,0

6
3

(1
0
0
.0
%
)

(4
8
.3
%
)

(4
0
.6
%
)

(8
.5
%
)

(2
.3
%
)

(0
.3
%
)

－
－

－
(5
5
.2
%
)

3
0
0
-
4
9
9
人

3
,1

1
4

8
2
8

8
0
8

6
9
4

5
1
4

2
7
0

－
－

－
1
4
3

(1
0
0
.0
%
)

(2
6
.6
%
)

(2
5
.9
%
)

(2
2
.3
%
)

(1
6
.5
%
)

(8
.7
%
)

－
－

－
(4
.6
%
)

5
0
0
-
9
9
9
人

2
,1

4
0

4
7
4

5
1
5

4
1
1

3
4
4

3
7
0

2
6

－
－

2
1

(1
0
0
.0
%
)

(2
2
.1
%
)

(2
4
.1
%
)

(1
9
.2
%
)

(1
6
.1
%
)

(1
7
.3
%
)

(1
.2
%
)

－
－

(1
.0
%
)

1
,0
0
0
人

1
,2

6
0

2
0
2

1
8
5

1
9
1

1
5
8

3
4
3

1
3
8

3
8

5
6

以
上

(1
0
0
.0
%
)

(1
6
.0
%
)

(1
4
.7
%
)

(1
5
.2
%
)

(1
2
.5
%
)

(2
7
.2
%
)

(1
1
.0
%
)

(3
.0
%
)

(0
.4
%)

(0
.5
%
)

注
１

　
上
段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

２
　
②
欄
の
「
不
足
数
」
と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。

③
障
害
者
の

数
が
0
人

で
あ
る
企
業
数

①
法

定
雇

用
率

未
達

成
企

業
の
数

区
分

②
不

足
数
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(
6
)
 
都
道

府
県

別
の

実
雇

用
率

等
の

状
況

注

都
道

府
県

名
実
雇
用
率

(
対
前
年
増
減
)

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

(
対

前
年

増
減

)

全
国

1
.
6
8

 
0
.
0
5

4
7
.
0

1
.
5

 
3
3
,
7
4
2

／
 
7
1
,
8
3
0

北
海

道
1
.
8
5

 
0
.
0
8

5
3
.
0

3
.
3

 
1
,
3
5
3

／
 
2
,
5
5
5

青
森

1
.
7
1

 
0
.
0
6

4
9
.
4

5
.
2

 
3
2
9

／
 
6
6
6

岩
手

1
.
8
6

 
0
.
0
8

5
3
.
2

2
.
0

 
3
8
6

／
 
7
2
6

宮
城

1
.
6
2

 
0
.
0
5

4
7
.
3

2
.
1

 
5
3
2

／
 
1
,
1
2
4

秋
田

1
.
5
8

 
0
.
0
5

5
2
.
0

0
.
6

 
2
7
6

／
 
5
3
1

山
形

1
.
5
8

 
0
.
0
2

5
2
.
5

△
0
.
1

 
3
7
1

／
 
7
0
7

福
島

1
.
6
1

 
0
.
0
5

4
5
.
9

0
.
6

 
4
8
4

／
 
1
,
0
5
4

茨
城

1
.
6
0

 
0
.
0
6

5
1
.
0

0
.
3

 
5
6
0

／
 
1
,
0
9
7

栃
木

1
.
5
8

 
0
.
0
4

4
9
.
2

1
.
9

 
4
1
3

／
 
8
4
0

群
馬

1
.
6
2

 
0
.
0
6

5
1
.
6

4
.
6

 
5
3
1

／
 
1
,
0
3
0

埼
玉

1
.
5
9

 
0
.
0
5

4
0
.
4

△
1
.
2

 
8
8
9

／
 
2
,
2
0
2

千
葉

1
.
6
0

 
0
.
0
7

4
9
.
4

1
.
2

 
7
8
7

／
 
1
,
5
9
4

東
京

1
.
6
3

 
0
.
0
7

3
3
.
0

1
.
9

 
5
,
1
9
0

／
 
1
5
,
7
2
6

神
奈

川
1
.
6
2

 
0
.
0
5

4
5
.
8

2
.
3

 
1
,
5
4
0

／
 
3
,
3
6
5

新
潟

1
.
5
7

 
0
.
0
2

4
7
.
5

△
0
.
8

 
6
2
9

／
 
1
,
3
2
5

富
山

1
.
6
8

 
0
.
0
1

5
8
.
9

△
1
.
3

 
4
7
6

／
 
8
0
8

石
川

1
.
6
2

 
0
.
0
2

5
3
.
9

3
.
2

 
4
1
6

／
 
7
7
2

福
井

2
.
2
5

 
0
.
0
0

5
4
.
9

△
0
.
9

 
2
9
5

／
 
5
3
7

山
梨

1
.
6
7

 
0
.
0
6

4
9
.
6

△
1
.
7

 
2
1
1

／
 
4
2
5

長
野

1
.
7
8

 
0
.
0
6

5
6
.
9

2
.
0

 
7
0
9

／
 
1
,
2
4
6

岐
阜

1
.
7
3

 
0
.
0
4

5
4
.
3

0
.
5

 
5
8
7

／
 
1
,
0
8
2

静
岡

1
.
6
8

 
0
.
0
3

4
9
.
1

△
0
.
1

 
1
,
0
6
4

／
 
2
,
1
6
7

愛
知

1
.
6
3

 
0
.
0
6

4
4
.
8

1
.
7

 
2
,
0
2
3

／
 
4
,
5
1
4

三
重

1
.
5
0

 
0
.
0
0

4
9
.
8

1
.
1

 
4
1
5

／
 
8
3
3

滋
賀

1
.
6
9

 
0
.
0
2

5
6
.
5

0
.
7

 
3
3
0

／
 
5
8
4

京
都

1
.
8
2

 
0
.
0
5

4
9
.
5

2
.
0

 
6
7
2

／
 
1
,
3
5
8

大
阪

1
.
6
7

 
0
.
0
7

4
4
.
5

1
.
6

 
2
,
6
9
8

／
 
6
,
0
6
9

兵
庫

1
.
8
1

 
0
.
0
5

5
6
.
6

2
.
2

 
1
,
4
0
9

／
 
2
,
4
9
1

奈
良

2
.
0
8

 
0
.
0
8

5
7
.
1

△
0
.
6

 
2
3
4

／
 
4
1
0

和
歌

山
1
.
9
2

△
0
.
1
0

6
2
.
4

2
.
8

 
2
6
5

／
 
4
2
5

鳥
取

1
.
8
3

 
0
.
0
5

5
9
.
6

0
.
6

 
1
9
6

／
 
3
2
9

島
根

1
.
8
3

 
0
.
0
5

6
4
.
6

0
.
9

 
2
6
7

／
 
4
1
3

岡
山

1
.
8
6

 
0
.
0
7

5
3
.
9

△
0
.
4

 
5
8
7

／
 
1
,
0
9
0

広
島

1
.
8
3

 
0
.
0
6

5
1
.
0

1
.
9

 
8
5
9

／
 
1
,
6
8
5

山
口

2
.
2
8

 
0
.
0
6

5
5
.
2

0
.
5

 
3
7
3

／
 
6
7
6

徳
島

1
.
6
7

 
0
.
0
6

5
7
.
0

4
.
2

 
1
8
7

／
 
3
2
8

香
川

1
.
7
4

 
0
.
0
2

5
9
.
1

△
0
.
3

 
3
6
6

／
 
6
1
9

愛
媛

1
.
6
9

 
0
.
0
3

5
2
.
5

0
.
2

 
3
8
5

／
 
7
3
4

高
知

1
.
9
0

 
0
.
1
5

5
9
.
4

2
.
1

 
2
2
4

／
 
3
7
7

福
岡

1
.
7
1

 
0
.
0
1

5
1
.
1

0
.
4

 
1
,
3
4
5

／
 
2
,
6
3
0

佐
賀

2
.
1
8

 
0
.
0
5

6
8
.
0

△
2
.
6

 
2
9
9

／
 
4
4
0

長
崎

2
.
0
8

 
0
.
0
1

5
9
.
7

0
.
3

 
4
1
4

／
 
6
9
4

熊
本

1
.
9
8

△
0
.
0
2

5
9
.
0

1
.
0

 
5
4
2

／
 
9
1
8

大
分

2
.
1
6

 
0
.
0
1

6
0
.
1

△
0
.
1

 
3
5
2

／
 
5
8
6

宮
崎

2
.
0
3

 
0
.
0
2

6
9
.
4

4
.
3

 
3
8
1

／
 
5
4
9

鹿
児

島
2
.
0
5

 
0
.
1
0

6
1
.
7

2
.
4

 
5
2
6

／
 
8
5
2

沖
縄

1
.
8
6

 
0
.
0
4

5
6
.
4

1
.
9

 
3
6
5

／
 
6
4
7

　
都
道
府
県
別
の
状
況
は
、
企
業
の
主
た
る
事
務
所
（
特
例
子
会
社
等
の
認
定
を
受
け
て
い
る
企
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
親
会
社
の
主
た
る

事
務
所
）
が
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
、
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数

20



(
7
)
 
特

例
子

会
社

の
状

況
①

　
概

況

①

社
人

人
人

人
人

人

2
8
3

1
3
,
6
8
4

5
,
0
7
2

6
2

4
,
3
3
1

5
1
.
0

1
4
,
5
6
2
.
5

〈
10
,3
60

〉

（
2
6
5
)

（
1
2
,
5
7
0

)
（

4
,
6
9
6
)

（
7
1
)

（
3
,
8
1
8
)

(
5
0
.
0
)

（
1
3
,
3
0
6
.
0

)

注
　
１
(1
)①

の
表
と
同
じ

　
　
　
※
　
本
表
は
、
親
会
社
分
を
含
ま
な
い
、
特
例
子
会
社
分
の
み
の
集
計
で
あ
る
。

②
　
障

害
種

別
雇

用
状

況

注
　
１
(1
)②

の
表
と
同
じ

　
　
　
※
　
本
表
は
、
親
会
社
分
を
含
ま
な
い
、
特
例
子
会
社
分
の
み
の
集
計
で
あ
る
。

◎
　
「
特

例
子

会
社

」
制

度
と
は

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

Ｄ
×
0
.5

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、

知
的
障
害
者
及

び
精
神
障
害
者

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

Ａ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な

る
労
働
者
数

特
例
子
会
社

区
分

③
　
障
害
者
の
数

特
例
子
会
社
数

Ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者

障
害

者
雇

用
率

制
度

に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
雇
用
機
会
の
確
保
（
法
定
雇
用
率
＝
1
.
8
％
）
は
個
々
の
事

業
主

（
企

業
）

ご
と

に
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の

特
例

で
あ

る
「

特
例
子
会
社
」
制
度
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
安
定
を
図
る
た
め
、
事
業
主
が

障
害

者
の

雇
用

に
特

別
の

配
慮
を
し
た
子
会
社
を
設
立
し
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
子
会
社

に
雇

用
さ

れ
て

い
る

労
働

者
を
親
会
社
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み

な
し
て
、
実
雇
用
率
を
算
定
で
き
る
こ

と
と

し
て

い
る

。

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

14
,
56
2.
5

3
,1
6
4

30
1
,3
9
4

7,
7
52

1
,
90
8

32
2
,
50
8

6,
3
56

42
9

51
.0

4
5
4.
5

（
13
,
30
6.
0
）

（
3
,0
4
9
）

（
33

）
（

1
,3
3
9
）

（
7,
4
70

）
（

1
,
64
7
）

（
38

）
（

2
,
14
6
）

（
5,
4
78

）
（

33
3
）

（
50
.0

）
（

3
5
8.
0
）

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋

ｃ

②
身
体
障

害
者
の
数

① 障
害

者
の
数

ａ
.重

度
身
体
障

害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋

ｃ
ｃ
．
重
度
以

外
の

身
体
障
害

者
b
．
　
重
度
身

体
障
害

者
で
あ
る

短
時

間
労
働
者

特
例
子
会

社

④
精
神
障
害

者
の
数

ｃ
.精

神
障
害

者
ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短

時
間

労
働
者

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0.
5

③
知
的

障
害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的

障
害
者

b
．
　
重
度
知

的
障
害

者
で
あ
る

短
時

間
労
働

者

ｃ
．
重
度
以

外
の

知
的
障

害
者

区
分
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(
1
)
 
国
の
機

関
（

法
定

雇
用

率
2
.
1
％
）

①
　

概
況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％
計

3
9

2
8
6
,
4
7
2

8
8
2

4
3

4
,
7
3
9

1
3
.
0

6
,
5
5
2
.
5

3
2
3
.
0

2
.
2
9

3
8
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②
　

障
害

種
別

在
職

状
況

注
１

注
１ ２

２

３

３
４

４
５

５
６

６

区
分

③
　

障
害

者
の

数
機

関
数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

⑥ 法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

割
合

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

数

Ｄ
.精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

　
<
  
 >

内
は

精
神

障
害

者
を

の
ぞ

い
た

場
合

の
数

値
で

あ
る

。

〔
２

（
１

）
②

表
の

注
〕

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
④

の
ｅ
欄

の
計

で
あ

る
。

②
③

ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

　
（
　

）
内

は
平

成
2
1
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
　

な
お

、
精

神
障

害
者

は
平

成
1
8
年

4
月

1
日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

〔
２

（
１

）
①

表
の

注
〕

　
（
　

）
内

は
平

成
2
1
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
　

な
お

、
精

神
障

害
者

は
平

成
1
8
年

４
月

１
日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

　
Ａ

、
Ｃ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

職
員

で
あ

る
。

Ｂ
、

Ｄ
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

　
Ｆ

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

平
成

2
1
年

６
月

２
日

か
ら

平
成

2
2
年

６
月

１
日

ま
で

の
１

年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

　
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
」
と

は
、

職
員

総
数

か
ら

除
外

職
員

数
及

び
除

外
率

相
当

職
員

数
（
旧

除
外

職
員

が
職

員
総

数
に

占
め

る
割

合
を

元
に

設
定

し
た

除
外

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）
を

除
い

た
職

員
数

で
あ

る
。

④
ｄ
欄

の
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

職
員

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

ｅ
欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

②
③

の
ａ
欄

及
び

④
の

ｃ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

職
員

で
あ

り
、

②
③

の
ｂ
欄

及
び

④
の

ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

②
③

④
ｆ欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

平
成

2
1
年

6
月

2
日

か
ら

平
成

2
2
年

6
月

1
日

ま
で

の
1
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
数

Ｅ
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

　
③

Ａ
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
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重
度

知
的

障
害
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に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
２

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

Ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
を

行
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Ｄ

欄
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精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

障
害
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つ
い
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は

法
律
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当

す
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欄
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計
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す
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に
当
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カ
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し
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い
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害

者
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害
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障
害
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数
ａ
.重

度
身

体
障

害
者

b
．

　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

b．
　

重
度

知
的

障
害
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あ
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短
時

間
勤

務
職

員

ｆ．
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雇
用
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ｄ
．
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障
害
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務
職
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ｅ
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的
障

害
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．
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２
＋

ｂ
＋

ｃ

ｃ
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神
障

害
者
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注
　
２
(1
)①

の
表
と
同
じ

②
　
障

害
種

別
在

職
状

況

注
　
２
(1
)②

の
表
と
同
じ

都
道
府
県

知
事
部
局

そ
の
他
の

都
道
府
県
機
関

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

実
雇
用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

数

法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

割
合

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

区
分

② 法
定
雇
用
障
害

者
数
の
算
定
の
基

礎
と
な
る
職
員
数

③
　
障
害
者
の
数

⑥
機
関
数

Ａ
.重

度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員

Ｄ
.精

神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

Ｅ
．
　
計
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×
２
＋
Ｂ
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Ｄ
×
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.5
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人
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知
事
部
局
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0
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）
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1,
6
34

）
（

2
6
）
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,0
5
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）
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6,
3
49

）
（

1
3
5
）

（
2
）

（
0
）

（
25

）
（

2
9
）

（
1
7
）

（
26

）
（

0.
0
）

（
2
6
.0

）
（

0.
0
）

そ
の
他

の
1
,3
8
5.
0

3
36

3
8

6
3
9

1,
3
49

4
5

0
0

0
0

0
35

2.
0

3
6
.0

0.
5

都
道
府
県

機
関

（
1
,4
2
1.
0
）

（
3
45

）
（

2
7
）

（
6
6
6
）

（
1,
3
83

）
（

3
7
）

（
0
）

（
0
）

（
0
）

（
0
）

（
0
）

（
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）
（

0.
0
）

（
3
8
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）
（

0.
0
）

区
分

① 障
害
者
の
数

②
身
体
障

害
者
の
数

④
精
神
障
害

者
の
数

ｃ
.精

神
障
害
者

ｄ
．
精
神

障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

ｅ
．
　
計

ｃ
＋

ｄ
×
0
.5

ｆ．
う
ち
新
規

雇
用
分

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋

ｃ
ｆ．

う
ち
新
規

雇
用
分

ａ
.重

度
身
体
障

害
者

b．
　
重
度
身
体

障
害
者

で
あ
る

短
時
間

勤
務
職

員

ｃ
．
重
度
以
外

の
身

体
障
害

者

③
知
的
障

害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障

害
者

b．
　
重

度
知
的

障
害
者

で
あ
る

短
時
間

勤
務
職

員

ｃ
．
重
度
以
外

の
知

的
障
害
者

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

ｆ．
う
ち
新
規
雇

用
分
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(
3
)
 
市
町
村
の
機
関
（
法
定
雇
用
率
2
.
1
％
）

①
　

概
況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％

2
,
3
7
2

9
3
9
,
7
5
9

5
,
8
1
4

2
4
5

1
0
,
6
5
7

3
5
.
0

2
2
,
5
4
7
.
5

9
7
6
.
5

2
.
4
0

2
,
0
9
8

8
8
.
4

<
22
,3
79

>
<

74
8

>
<

2.
38

>

（
2
,
4
4
8
)
（

9
4
6
,
9
5
0

)
（

5
,
7
4
5
)

(
1
7
7
)

(
1
0
,
7
3
9

)
（

2
3
.
0
）

（
2
2
,
4
1
7
.
5

)
（

9
0
3
.
5
)
（

2
.
3
7
)
（

2
,
1
4
6
)
（

8
7
.
7
)

注
　
２
(1
)①

の
表
と
同
じ

②
　

障
害

種
別

在
職

状
況

注
　
２
(1
)②

の
表
と
同
じ

機
関
数

Ａ
.重

度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員

Ｄ
.精

神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

Ｄ
×
0
.5

市
町
村
の
機
関

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

⑥
実
雇
用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

数

法
定
雇
用

率
達
成
機

関
の
割
合

区
分

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

③
　
障
害
者
の
数

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
職
員
数

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

市
町

村
の
機

関
22
,
54
7
.5

5
,
78
3

2
2
6

9,
9
34

21
,
72
6

8
8
6

31
1
9

32
5

4
0
6

52
39
8

35
.
0

41
5
.5

3
8.
5

（
22
,
41
7
.5

）
（

5
,
72
0
）

（
1
6
1
）

（
1
0,
1
33

）
（

21
,
73
4
）

（
7
9
5
）

（
25

）
（

1
6
）

（
29
7
）

（
3
6
3
）

（
70

）
(

30
9
)

(
23
.
0
)

(
32
0
.5

)
(

3
8.
5
)

ｆ．
う
ち
新
規

雇
用

分

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

① 障
害
者

の
数

④
精
神

障
害
者

の
数

ｃ
.精

神
障
害

者
ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短

時
間
勤

務
職
員

ｅ
．
　
計

ｃ
＋
ｄ
×
0
.5

ｆ．
う
ち
新
規

雇
用
分

ｆ．
う
ち
新

規
雇

用
分

区
分

②
身
体
障
害

者
の
数 ｅ

．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋

ｃ
b
．
　
重
度

身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤

務
職

員

ｃ
．
重

度
以
外

の
身
体

障
害
者

③
知
的

障
害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障

害
者

b．
　
重
度
知

的
障
害
者

で
あ
る

短
時
間

勤
務
職

員

ｃ
．
重
度
以

外
の

知
的
障
害

者
ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
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(
4
)
 
法
定
雇
用
率
2
.
0
％
が
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
等
の
教
育
委
員
会
（
法
定
雇
用
率
2
.
0
％
）

①
　

概
況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％
計

1
3
0

6
2
8
,
8
5
0

2
,
9
9
7

7
7

5
,
1
4
0

2
.
0

1
1
,
2
1
2
.
0

6
0
6
.
5

1
.
7
8

7
9

6
0
.
8

〈
10
,0
29

〉
〈

27
4

〉
〈

1.
59

〉
（

1
3
8
)
（

6
3
4
,
1
8
6

)
（

2
,
9
3
5
)

（
6
8
)

（
4
,
9
8
3
)

（
0
.
0
）

（
1
0
,
9
2
1
.
0

)
（

5
2
5
.
0
)
（

1
.
7
2
)
（

7
5
)
（

5
4
.
3
)

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％

4
7

5
3
6
,
9
4
3

2
,
5
4
1

6
5

4
,
3
3
9

2
.
0

9
,
4
8
7
.
0

4
9
2
.
5

1
.
7
7

1
3

2
7
.
7

〈
8,
36
8

〉
〈

17
3

〉
〈

1.
56

〉

（
4
7
)
（

5
4
1
,
4
0
3

)
（

2
,
4
8
5
)

（
6
0
)

（
4
,
1
8
7
)

（
0
.
0
）

（
9
,
2
1
7
.
0

)
（

4
4
4
.
0
)
（

1
.
7
0
)
（

6
)
（

1
2
.
8
)

8
3

9
1
,
9
0
7

4
5
6

1
2

8
0
1

0
.
0

1
,
7
2
5
.
0

1
1
4
.
0

1
.
8
8

6
6

7
9
.
5

（
9
1
)
（

9
2
,
7
8
3

)
（

4
5
0
)

（
8
)

（
7
9
6
)

（
0
.
0
）

（
1
,
7
0
4
.
0

)
（

8
1
.
0
)
（

1
.
8
4
)
（

6
9
)
（

7
5
.
8
)

注
　
２
(1
)①

の
表
と
同
じ

②
　

障
害

種
別

在
職

状
況

注
　
２
(1
)②

の
表
と
同
じ

市
町
村

教
育
委
員
会

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
職
員
数

③
　
障
害
者
の
数

⑥

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

機
関
数

Ａ
.重

度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

実
雇
用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

都
道
府
県

教
育
委
員
会

法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

数

法
定
雇
用

率
達
成
機

関
の
割
合

Ｂ
.重

度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員

Ｄ
.精

神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

Ｄ
×
0
.5

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
計

11
,
21
2
.0

2
,9
8
6

74
4
,
97
0

1
1
,0
16

53
7

1
1

3
7
0

95
6
2

1
00

2.
0

1
01
.0

7.
5

（
10
,
92
1
.0

）
（

2
,9
3
0
）

（
65

）
（

4
,
85
7
）

（
1
0
,7
82

）
（

48
6
）

（
5
）

（
3
）

（
4
5
）

（
58

）
（

3
1
）

（
81

）
（

0.
0
）

（
81
.0

）
（

8.
0
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

9
,
48
7
.0

2
,5
3
1

62
4
,
20
3

9,
3
27

43
5

1
0

3
5
8

81
5
3

78
2.
0

79
.0

4.
5

（
9
,
21
7
.0

）
（

2
,4
8
1
）

（
57

）
（

4
,
07
6
）

（
9,
0
95

）
（

40
7
）

（
4
）

（
3
）

（
4
2
）

（
53

）
（

2
9
）

（
69

）
（

0.
0
）

（
69
.0

）
（

8.
0
）

市
町
村

1
,
72
5
.0

4
5
5

12
76
7

1,
6
89

10
2

1
0

1
2

14
9

22
0.
0

22
.0

3.
0

教
育
委

員
会

（
1
,
70
4
.0

）
（

4
4
9
）

（
8
）

（
78
1
）

（
1,
6
87

）
（

7
9
）

（
1
）

（
0
）

（
3
）

（
5
）

（
2
）

（
12

）
（

0.
0
）

（
12
.0

）
（

0.
0
）

④
精
神
障
害

者
の
数

ｃ
.精

神
障
害
者

ｄ
．
精
神

障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職

員

ｅ
．
　
計

ｃ
＋

ｄ
×
0
.5

ｆ．
う
ち
新
規

雇
用
分

②
身
体

障
害
者
の
数

ａ
.重

度
身
体

障
害

者
ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

b
．
　
重
度
身

体
障
害

者
で
あ
る

短
時

間
勤
務
職

員

ｃ
．
重
度
以

外
の

身
体
障
害

者

都
道
府
県

教
育
委

員
会

③
知
的
障

害
者
の
数

ａ
.重

度
知
的
障

害
者

ｆ．
う
ち
新
規

雇
用
分

b．
　
重
度
知
的

障
害
者

で
あ
る

短
時
間

勤
務
職

員

ｃ
．
重
度
以
外

の
知

的
障
害

者
ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋

ｃ
ｆ．

う
ち
新
規

雇
用
分

区
分

① 障
害
者
の
数
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①
　
概

況

①
④

⑤

法
人

人
人

人
人

人
人

人
％

法
人

％

2
7
0

2
9
5
,
9
4
4

1
,
7
3
9

6
1

3
,
0
8
5

3
0
.
0

6
,
6
3
9
.
0

1
,
5
7
2
.
5

2
.
2
4

2
0
2

7
4
.
8

<
8,

52
6

>
<

2,
01

2
>

<
2.

88
>

（
2
4
3
)（

2
5
1
,
7
5
6

)（
1
,
4
4
4
)
（

5
3
)（

2
,
3
6
4
)（

1
8
.
0
)
（

5
,
3
1
4
.
0

)
（

7
0
9
.
5
)

(
2
.
1
1
）
（

1
7
7
)（

7
2
.
8
)

9
8

1
5
6
,
3
1
1

9
3
7

3
6

1
,
7
5
3

2
5
.
0

3
,
6
7
5
.
5

1
,
0
5
7
.
0

2
.
3
5

8
2

8
3
.
7

<
>

<
1,

98
2

>
<

0.
00

>

（
9
3
)（

1
2
3
,
6
8
2

)（
7
3
1
)
（

2
4
)（

1
,
3
2
5
)（

1
4
.
0
)
（

2
,
8
1
8
.
0

)
（

3
3
2
.
5
)

（
2
.
2
8
）
（

7
8
)（

8
3
.
9
)

9
0

1
0
9
,
2
9
1

6
6
1

1
9

1
,
0
4
6

5
.
0

2
,
3
8
9
.
5

4
0
2
.
5

2
.
1
9

7
0

7
7
.
8

（
9
0
)（

1
0
6
,
1
3
1

)（
6
1
7
)
（

2
6
)（

8
6
9
)（

4
.
0
)
（

2
,
1
3
1
.
0

)
（

3
2
9
.
0
)

（
2
.
0
1
）
（

6
0
)（

6
6
.
7
)

8
2

3
0
,
3
4
2

1
4
1

6
2
8
6

0
.
0

5
7
4
.
0

1
1
3
.
0

1
.
8
9

5
0

6
1
.
0

（
6
0
)（

2
1
,
9
4
3

)（
9
6
)
（

3
)（

1
7
0
)（

0
.
0
)
（

3
6
5
.
0
)

（
4
8
.
0
)

（
1
.
6
6
）
（

3
9
)（

6
5
.
0
)

注
　
１
(1
)①

の
表
と
同
じ

②
　
障

害
種

別
雇
用

状
況

注
　

１
(
1
)
②

の
表

と
同

じ

※
　
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
２
の
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で
、
「
地
方
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
同
令
別
表
第
２
の
第
９
号
か
ら
第
1
0
号
ま
で
の
法
人
を
指
す
。

国
立
大
学
法

人
等

実
雇
用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

計

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分

Ａ
.重

度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

Ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神

障
害
者

Ｂ
.重

度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働

者

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
労
働
者
数

独
立
行
政
法

人
等
(国

立
大

学
法
人
等
を

除
く
)

地
方
独
立
行

政
法
人
等

⑥
法
人
数

法
定
雇
用

率
達
成
法

人
の
割
合

法
定
雇
用
率

達
成
法
人
の
数

③
　
障
害
者
の
数

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ

＋
Ｄ
×
0
.5

３
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
雇
用
状

況
（
法

定
雇

用
率
2
.1
％
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

計
6
,
6
3
9
.
0

1
,
6
1
1

5
9

2
,
5
0
9

5
,
7
9
0

1
,
2
4
0

1
2
8

2
2
3
4

4
9
2

1
8
2

3
4
2

3
0
.
0

3
5
7
.
0

1
5
0
.
5

（
5,
31
4.
0
）
（

1,
34
6
）（

5
3
）（

2
,0
27

）（
4,
7
72

）（
54
5
）

（
98

）（
0
）（

13
8
）（

3
34

）（
1
13

）
（

19
9
）（

18
.0

）（
20
8
.0

）（
5
1.
5
）

3
,
6
7
5
.
5

9
1
3

3
4

1
,
4
7
3

3
,
3
3
3

9
1
6

2
4

2
9
0

1
4
0

4
0

1
9
0

2
5
.
0

2
0
2
.
5

1
0
1
.
0

（
2,
81
8.
0
）
（

71
1
）（

2
4
）（

1
,1
40

）（
2,
5
86

）（
27
0
）

（
20

）（
0
）（

7
0
）（

1
10

）（
30

）
（

11
5
）（

14
.0

）（
12
2
.0

）（
3
2.
5
）

2
,
3
8
9
.
5

5
6
4

1
9

7
9
4

1
,
9
4
1

2
5
6

9
7

0
1
2
1
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　(１) 国の機関の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

国の機関合計 286,472 6,552.5 2.29 1.0

行政機関合計 259,065 5,926.5 2.29 0.0

内閣官房 710 15.0 2.11 0.0

内閣法制局 73 1.0 1.37 0.0

内閣府 2,371 50.0 2.11 0.0

宮内庁 768 21.0 2.73 0.0

公正取引委員会 765 16.0 2.09 0.0

警察庁 1,627 40.0 2.46 0.0

金融庁 1,501 32.0 2.13 0.0

消費者庁 239 6.0 2.51 0.0

総務省 5,362 120.0 2.24 0.0 特例承認あり(注4)

法務省 31,716 696.0 2.19 0.0

公安調査庁 1,511 39.0 2.58 0.0

外務省 5,740 131.0 2.28 0.0

財務省 11,025 234.0 2.12 0.0

国税庁 55,355 1,212.0 2.19 0.0

文部科学省 2,184 47.0 2.15 0.0 特例承認あり(注4)

厚生労働省 44,835 1,168.5 2.61 0.0

農林水産省 17,911 381.0 2.13 0.0

林野庁 4,596 110.0 2.39 0.0

水産庁 492 14.0 2.85 0.0

経済産業省 5,533 117.0 2.11 0.0 特例承認あり(注4)

特許庁 2,871 65.0 2.26 0.0

国土交通省 35,309 805.0 2.28 0.0

観光庁 99 3.0 3.03 0.0

気象庁 4,304 93.0 2.16 0.0

海上保安庁 84 3.0 3.57 0.0

４ 公的機関の各機関の状況

海上保安庁 84 3.0 3.57 0.0

運輸安全委員会 180 4.0 2.22 0.0

環境省 1,197 26.0 2.17 0.0

防衛省 18,771 433.0 2.31 0.0

人事院 648 14.0 2.16 0.0

会計検査院 1,288 30.0 2.33 0.0

立法機関合計 3,234 72.0 2.23 1.0

衆議院事務局 1,209 27.0 2.23 0.0

衆議院法制局 79 3.0 3.80 0.0

参議院事務局 984 23.0 2.34 0.0

参議院法制局 72 0.0 0.00 1.0

国立国会図書館 890 19.0 2.13 0.0

司法機関合計 24,173 554.0 2.29 0.0

最高裁判所 1,024 22.0 2.15 0.0

高等裁判所 1,722 38.0 2.21 0.0

地方裁判所 16,520 377.0 2.28 0.0

家庭裁判所 4,907 117.0 2.38 0.0

注　１

2

3

4

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び
重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者について
は、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であ
り、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の省庁は、特例承認を受けている。
　特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に
勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすものである。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総
数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

４ 公的機関の各機関の状況

　　　　特例承認一覧

省庁 外局等

総務省 消防庁

文部科学省 文化庁 　 　

経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁 原子力安全・保安院

４ 公的機関の各機関の状況

　　　　特例承認一覧

省庁 外局等

総務省 消防庁

文部科学省 文化庁 　 　

経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁 原子力安全・保安院
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(2) 都道府県知事部局の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 246,818 6,213.5 2.52 0.0

北海道 14,310 367.0 2.56 0.0
青森県 3,901 98.0 2.51 0.0
岩手県 3,877 95.0 2.45 0.0
宮城県 4,837 113.0 2.34 0.0
秋田県 3,574 84.0 2.35 0.0
山形県 4,797 102.0 2.13 0.0 特例認定あり(注４)

福島県 5,293 121.0 2.29 0.0
茨城県 5,212 112.0 2.15 0.0
栃木県 4,967 113.0 2.28 0.0 特例認定あり(注４)

群馬県 4,240 96.0 2.26 0.0
埼玉県 6,943 218.0 3.14 0.0
千葉県 7,814 207.5 2.66 0.0 特例認定あり(注４)

東京都 19,784 581.0 2.94 0.0
神奈川県 7,112 249.0 3.50 0.0
新潟県 5,994 133.0 2.22 0.0
富山県 3,495 80.0 2.29 0.0 特例認定あり(注４)

石川県 4,177 91.0 2.18 0.0
福井県 3,230 75.0 2.32 0.0 特例認定あり(注４)

山梨県 3,420 73.0 2.13 0.0
長野県 5,234 128.0 2.45 0.0 特例認定あり(注４)

岐阜県 4,451 95.0 2.13 0.0
静岡県 5,725 126.5 2.21 0.0 特例認定あり(注４)

愛知県 8,248 198.0 2.40 0.0
三重県 4,376 118.0 2.70 0.0
滋賀県 3,125 77.0 2.46 0.0 特例認定あり(注４)

京都府 4,254 115.0 2.70 0.0
大阪府 8,423 265.0 3.15 0.0
兵庫県 7,853 179.0 2.28 0.0
奈良県 3,796 96.0 2.53 0.0 特例認定あり(注４)

和歌山県 3,638 84.0 2.31 0.0
鳥取県 3,492 92.0 2.63 0.0 特例認定あり(注４)

島根県 3,560 86.0 2.42 0.0 特例認定あり(注４)

岡山県 3,900 82.0 2.10 0.0
広島県 5 438 137 0 2 52 0 0 特例認定あり(注 )

注　1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者につ
いては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認
定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　　　　特例認定一覧（都道府県知事部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

福井県 福井県企業局 　 　 　 　

奈良県 奈良県水道局 奈良県監査委員会事務局 奈良県人事委員会事務局 奈良県地方労働委員会事務局 奈良県収用委員会事務局

山形県 山形県企業局 山形県病院事業局

静岡県 静岡県企業局

山口県 山口県企業局

広島県 広島県企業局 広島県議会事務局

島根県 島根県企業局

鳥取県 鳥取県企業局

福岡県 福岡県議会事務局

滋賀県 滋賀県企業庁 滋賀県病院事業庁

香川県 香川県病院局

栃木県 栃木県企業局

富山県 富山県企業局

千葉県 千葉県議会事務局

長野県 長野県企業局

広島県 5,438 137.0 2.52 0.0 特例認定あり(注４)

山口県 4,553 108.0 2.37 0.0 特例認定あり(注４)

徳島県 3,091 66.0 2.14 0.0
香川県 3,366 80.0 2.38 0.0 特例認定あり(注４)

愛媛県 3,846 83.0 2.16 0.0
高知県 3,600 79.0 2.19 0.0
福岡県 7,636 253.0 3.31 0.0 特例認定あり(注４)

佐賀県 2,984 68.0 2.28 0.0
長崎県 3,922 84.0 2.14 0.0
熊本県 4,559 119.5 2.62 0.0
大分県 4,087 89.0 2.18 0.0
宮崎県 3,727 87.0 2.33 0.0

鹿児島県 4,917 104.0 2.12 0.0
沖縄県 4,040 106.0 2.62 0.0

注　1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者につ
いては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認
定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　　　　特例認定一覧（都道府県知事部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

福井県 福井県企業局 　 　 　 　

奈良県 奈良県水道局 奈良県監査委員会事務局 奈良県人事委員会事務局 奈良県地方労働委員会事務局 奈良県収用委員会事務局

山形県 山形県企業局 山形県病院事業局

静岡県 静岡県企業局

山口県 山口県企業局

広島県 広島県企業局 広島県議会事務局

島根県 島根県企業局

鳥取県 鳥取県企業局

福岡県 福岡県議会事務局

滋賀県 滋賀県企業庁 滋賀県病院事業庁

香川県 香川県病院局

栃木県 栃木県企業局

富山県 富山県企業局

千葉県 千葉県議会事務局

長野県 長野県企業局

注　1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者につ
いては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認
定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

　　　　特例認定一覧（都道府県知事部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

福井県 福井県企業局 　 　 　 　

奈良県 奈良県水道局 奈良県監査委員会事務局 奈良県人事委員会事務局 奈良県地方労働委員会事務局 奈良県収用委員会事務局

山形県 山形県企業局 山形県病院事業局

静岡県 静岡県企業局

山口県 山口県企業局

広島県 広島県企業局 広島県議会事務局

島根県 島根県企業局

鳥取県 鳥取県企業局

福岡県 福岡県議会事務局

滋賀県 滋賀県企業庁 滋賀県病院事業庁

香川県 香川県病院局

栃木県 栃木県企業局

富山県 富山県企業局

千葉県 千葉県議会事務局

長野県 長野県企業局
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(3) その他の都道府県機関の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 56,533 1,385.0 2.45 15.0

北海道企業局 94 2.0 2.13 0.0
北海道議会事務局 72 2.0 2.78 0.0
北海道監査委員事務局 52 1.0 1.92 0.0
北海道警察本部 1,280 27.0 2.11 0.0
青森県病院局 364 11.0 3.02 0.0

青森県警察本部 371 9.0 2.43 0.0
岩手県医療局 3,103 69.0 2.22 0.0
岩手県企業局 77 0.0 0.00 1.0

岩手県警察本部 314 7.0 2.23 0.0
宮城県病院局 234 7.0 2.99 0.0
宮城県企業局 69 2.0 2.90 0.0

宮城県警察本部 500 10.0 2.00 0.0
秋田県警察本部 376 8.0 2.13 0.0
山形県警察本部 345 8.0 2.32 0.0
福島県病院局 296 8.0 2.70 0.0

福島県警察本部 461 9.0 1.95 0.0
茨城県企業局 181 5.0 2.76 0.0
茨城県病院局 332 6.0 1.81 0.0

茨城県警察本部 503 11.0 2.19 0.0
栃木県警察本部 421 8.0 1.90 0.0
群馬県企業局 289 7.0 2.42 0.0
群馬県病院局 381 8.0 2.10 0.0

群馬県警察本部 442 8.0 1.81 1.0
埼玉県企業局 403 13.0 3.23 0.0
埼玉県病院局 711 18.0 2.53 0.0

埼玉県議会事務局 66 2.0 3.03 0.0
埼玉県警察本部 1,111 24.0 2.16 0.0
千葉県企業庁 414 14.0 3.38 0.0
千葉県水道局 926 23.0 2.48 0.0
千葉県病院局 774 19.0 2.45 0.0千葉県病院局

北千葉広域水道企業団 90 2.0 2.22 0.0
君津広域水道企業団 67 1.0 1.49 0.0
千葉県警察本部 1,120 26.0 2.32 0.0

東京都議会議会局 151 4.0 2.65 0.0
東京都人事委員会 64 2.0 3.13 0.0
東京都監査事務局 91 5.0 5.49 0.0

東京都交通局 1,979 54.0 2.73 0.0
東京都水道局 2,568 76.5 2.98 0.0

東京都下水道局 1,096 41.0 3.74 0.0
警視庁 3,049 86.0 2.82 0.0

東京消防庁 420 15.5 3.69 0.0
神奈川県企業庁 935 30.0 3.21 0.0

神奈川県議会議会局 77 3.0 3.90 0.0
神奈川県警察本部 1,686 40.0 2.37 0.0

新潟県企業局 86 2.0 2.33 0.0
新潟県病院局 1,806 34.0 1.88 3.0

新潟県警察本部 505 9.0 1.78 1.0
富山県警察本部 303 6.0 1.98 0.0
石川県警察本部 344 8.0 2.33 0.0
福井県警察本部 294 6.0 2.04 0.0
山梨県企業局 109 4.0 3.67 0.0

山梨県警察本部 286 5.0 1.75 1.0
長野県警察本部 418 10.0 2.39 0.0
岐阜県警察本部 425 13.0 3.06 0.0

静岡県立静岡がんセンター 487 11.0 2.26 0.0
静岡県警察本部 636 15.0 2.36 0.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

愛知県企業庁 329 16.0 4.86 0.0
愛知県病院事業庁 689 16.0 2.32 0.0
名古屋港管理組合 290 5.0 1.72 1.0
愛知県議会事務局 66 1.0 1.52 0.0
愛知県警察本部 947 19.0 2.01 0.0
三重県企業庁 112 4.0 3.57 0.0

三重県病院事業庁 494 10.0 2.02 0.0
三重県警察本部 371 10.0 2.70 0.0
滋賀県警察本部 282 6.0 2.13 0.0

京都府文化環境部(公営企画課、建設整備課) 68 2.0 2.94 0.0
京都府警察本部 572 20.0 3.50 0.0
大阪府水道部 456 12.0 2.63 0.0

大阪府議会事務局 64 1.0 1.56 0.0
大阪府警察本部 1,780 38.0 2.13 0.0

兵庫県議会事務局 58 1.0 1.72 0.0
兵庫県企業庁 187 10.0 5.35 0.0
兵庫県病院局 1,899 42.0 2.21 0.0

兵庫県警察本部 795 21.0 2.64 0.0
奈良県警察本部 339 10.0 2.95 0.0

和歌山県警察本部 314 6.0 1.91 0.0
鳥取県病院局 540 9.0 1.67 2.0

鳥取県警察本部 289 6.0 2.08 0.0
島根県病院局 356 10.0 2.81 0.0

島根県警察本部 302 6.0 1.99 0.0
岡山県企業局 94 4.0 4.26 0.0

岡山県警察本部 459 11.0 2.40 0.0
広島県警察本部 523 12.0 2.29 0.0
山口県警察本部 433 10.0 2.31 0.0
徳島県企業局 111 3.0 2.70 0.0
徳島県病院局 354 9.0 2.54 0.0

徳島県警察本部 291 7.0 2.41 0.0
香川県警察本部 265 7.0 2.64 0.0
愛媛県警察本部 393 9 0 2 29 0 0愛媛県警察本部 393 9.0 2.29 0.0

愛媛県公営企業管理局 710 17.0 2.39 0.0
高知県公営企業局 249 7.0 2.81 0.0
高知県警察本部 283 8.0 2.83 0.0
福岡県警察本部 884 18.0 2.04 0.0
佐賀県警察本部 292 8.0 2.74 0.0
長崎県交通局 121 3.0 2.48 0.0

長崎県病院企業団 885 13.0 1.47 5.0
長崎県警察本部 451 11.0 2.44 0.0
熊本県警察本部 421 10.0 2.38 0.0
大分県企業局 50 1.0 2.00 0.0
大分県病院局 233 4.0 1.72 0.0

大分県警察本部 328 6.0 1.83 0.0
宮崎県企業局 82 3.0 3.66 0.0
宮崎県病院局 398 9.0 2.26 0.0

宮崎県警察本部 292 8.0 2.74 0.0
鹿児島県県立病院局 375 7.0 1.87 0.0
鹿児島県警察本部 504 13.0 2.58 0.0
沖縄県警察本部 297 7.0 2.36 0.0
沖縄県企業局 260 6.0 2.31 0.0

沖縄県病院事務局 842 18.0 2.14 0.0
注　１

2

3

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者につ
いては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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(4) 都道府県教育委員会の状況（法定雇用率2.0％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 536,943 9,487.0 1.77 1,375.0

北海道 28,469 462.0 1.62 107.0
青森県 9,022 133.0 1.47 47.0
岩手県 9,104 153.0 1.68 29.0
宮城県 9,500 170.0 1.79 20.0
秋田県 6,723 99.0 1.47 35.0
山形県 6,752 110.0 1.63 25.0
福島県 12,507 168.0 1.34 82.0
茨城県 14,622 236.0 1.61 56.0
栃木県 10,432 154.5 1.48 53.5
群馬県 11,659 234.0 2.01 0.0
埼玉県 25,714 410.0 1.59 104.0
千葉県 22,678 346.0 1.53 107.0
東京都 41,047 686.0 1.67 134.0

神奈川県 17,735 358.0 2.02 0.0
新潟県 11,607 182.0 1.57 50.0
富山県 6,216 130.0 2.09 0.0
石川県 6,403 128.0 2.00 0.0
福井県 5,733 87.0 1.52 27.0
山梨県 5,773 71.0 1.23 44.0
長野県 12,309 215.0 1.75 31.0
岐阜県 11,366 227.0 2.00 0.0
静岡県 11,985 216.0 1.80 23.0
愛知県 24,182 415.5 1.72 67.5
三重県 9,555 176.0 1.84 15.0
滋賀県 8,049 138.0 1.71 22.0
京都府 7,715 167.0 2.16 0.0
大阪府 23,847 554.0 2.32 0.0
兵庫県 19,053 358.0 1.88 23.0
奈良県 6,243 126.0 2.02 0.0

和歌山県 6 546 142 0 2 17 0 0和歌山県 6,546 142.0 2.17 0.0
鳥取県 4,142 72.0 1.74 10.0
島根県 5,070 99.0 1.95 2.0
岡山県 8,705 156.0 1.79 18.0
広島県 10,010 173.0 1.73 27.0
山口県 8,512 131.0 1.54 39.0
徳島県 5,293 93.0 1.76 12.0
香川県 5,843 122.0 2.09 0.0
愛媛県 9,063 177.0 1.95 4.0
高知県 5,621 111.0 1.97 1.0
福岡県 14,425 231.0 1.60 57.0
佐賀県 5,768 121.0 2.10 0.0
長崎県 9,156 184.0 2.01 0.0
熊本県 9,541 178.0 1.87 12.0
大分県 6,707 107.0 1.60 27.0
宮崎県 7,049 127.0 1.80 13.0

鹿児島県 10,343 155.0 1.50 51.0
沖縄県 9,149 198.0 2.16 0.0

注　1

2

3

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者につ
いては、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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(5) 独立行政法人等の状況（法定雇用率2.1％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

独立行政法人等合計 265,602 6,065.0 2.28 162.5

自動車検査 917 28.0 3.05 0.0
奄美群島振興開発基金 - - - - 注4

医薬基盤研究所 203 5.0 2.46 0.0
医薬品医療機器総合機構 885 19.0 2.15 0.0
宇宙航空研究開発機構 1,658 43.0 2.59 0.0

沖縄科学技術研究基盤整備機構 223 1.0 0.45 3.0
海技教育機構 200 5.0 2.50 0.0

海上技術安全研究所 220 4.0 1.82 0.0
海洋研究開発機構 762 28.0 3.67 0.0
科学技術振興機構 471 11.0 2.34 0.0
家畜改良センター 850 26.0 3.06 0.0
環境再生保全機構 129 0.0 0.00 2.0
教員研修センター 51 0.0 0.00 1.0

勤労者退職金共済機構 280 7.0 2.50 0.0
空港周辺整備機構 - - - - 注4

経済産業研究所 53 2.0 3.77 0.0
原子力安全基盤機構 438 10.0 2.28 0.0

建築研究所 149 2.0 1.34 1.0
航海訓練所 115 4.0 3.48 0.0

工業所有権情報・研修館 149 3.0 2.01 0.0
航空大学校 122 0.0 0.00 2.0

交通安全環境研究所 158 3.0 1.90 0.0
高齢・障害者雇用支援機構 1,124 80.0 7.12 0.0

港湾空港技術研究所 116 0.0 0.00 2.0
国際観光振興機構 98 2.0 2.04 0.0
国際協力機構 1,664 27.0 1.62 7.0
国際交流基金 285 6.0 2.11 0.0

国際農林水産業研究センター 284 5.0 1.76 0.0
国民生活センター 128 3.0 2.34 0.0

国立印刷局 4,574 103.0 2.25 0.0
国立科学博物館国立科学博物館 199 5.0 2.51 0.0
国立環境研究所 686 15.0 2.19 0.0

国立がん研究センター 1,179 7.0 0.59 17.0
国立健康・栄養研究所 73 1.0 1.37 0.0
国立高等専門学校機構 4,101 88.5 2.16 0.0

国立公文書館 85 3.0 3.53 0.0
国立国際医療研究センター 1,241 7.0 0.56 19.0

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 258 9.0 3.49 0.0
国立循環器病研究センター 760 19.0 2.50 0.0

国立女性教育会館 - - - - 注4

国立成育医療研究センター 666 12.0 1.80 1.0
国立青少年教育振興機構 677 15.5 2.29 0.0

国立精神・神経医療研究センター 492 2.0 0.41 8.0
国立大学財務・経営センター - - - - 注4

国立長寿医療研究センター 305 3.0 0.98 3.0
国立特別支援教育総合研究所 85 1.0 1.18 0.0

国立美術館 219 6.0 2.74 0.0
国立病院機構 36,433 892.5 2.45 0.0
国立文化財機構 551 13.5 2.45 0.0

雇用・能力開発機構 3,929 119.0 3.03 0.0
産業技術総合研究所 4,369 97.5 2.23 0.0
自動車事故対策機構 330 6.0 1.82 0.0
住宅金融支援機構 944 18.0 1.91 1.0
種苗管理センター 309 8.0 2.59 0.0
酒類総合研究所 - - - - 注4

情報処理推進機構 160 3.0 1.88 0.0
情報通信研究機構 737 15.0 2.04 0.0

新エネルギー・産業技術総合開発機構 561 13.0 2.32 0.0
森林総合研究所 1,180 34.0 2.88 0.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

水産総合研究センター 833 17.0 2.04 0.0
水産大学校 112 2.0 1.79 0.0

製品評価技術基盤機構 467 9.0 1.93 0.0
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 585 14.0 2.39 0.0

造幣局 934 21.0 2.25 0.0
大学入試センター 108 4.0 3.70 0.0

大学評価・学位授与機構 151 4.0 2.65 0.0
中小企業基盤整備機構 833 19.0 2.28 0.0

駐留軍等労働者労務管理機構 314 6.0 1.91 0.0
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1,978 42.0 2.12 0.0

電子航法研究所 77 1.0 1.30 0.0
統計センター 1,022 21.0 2.05 0.0
都市再生機構 3,889 84.0 2.16 0.0
土木研究所 603 12.0 1.99 0.0

日本学術振興会 146 4.0 2.74 0.0
日本学生支援機構 455 9.0 1.98 0.0
日本芸術文化振興会 306 6.0 1.96 0.0

日本原子力研究開発機構 4,201 108.0 2.57 0.0
日本高速道路保有・債務返済機構 - - - - 注4

日本スポーツ振興センター 538 11.0 2.04 0.0
日本万国博覧会記念機構 - - - - 注4

日本貿易振興機構 950 20.0 2.11 0.0
日本貿易保険 131 2.0 1.53 0.0

年金・健康保険福祉施設整理機構 - - - - 注4

農業環境技術研究所 241 6.0 2.49 0.0
農業者年金基金 81 1.0 1.23 0.0

農業・食品産業技術総合研究機構 3,308 70.5 2.13 0.0
農業生物資源研究所 575 15.5 2.70 0.0
農畜産業振興機構 232 2.0 0.86 2.0
農林漁業信用基金 117 2.0 1.71 0.0

農林水産消費安全技術センター 674 17.0 2.52 0.0
福祉医療機構 273 5.0 1.83 0.0

物質・材料研究機構 1,092 22.0 2.01 0.0物質 材料研究機構 1,092 22.0 2.01 0.0
平和祈念事業特別基金 - - - - 注4

防災科学技術研究所 216 5.0 2.31 0.0
放射線医学総合研究所 574 14.0 2.44 0.0
北方領土問題対策協会 - - - - 注4

水資源機構 1,550 33.0 2.13 0.0
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 - - - - 注4

理化学研究所 2,966 63.0 2.12 0.0
労働安全衛生総合研究所 116 2.0 1.72 0.0
労働者健康福祉機構 8,656 192.0 2.22 0.0

労働政策研究・研修機構 116 3.0 2.59 0.0
年金積立金管理運用 76 1.0 1.32 0.0

北海道大学 4,100 96.0 2.34 0.0
北海道教育大学 526 13.0 2.47 0.0
室蘭工業大学 225 7.0 3.11 0.0
小樽商科大学 135 3.0 2.22 0.0
帯広畜産大学 191 4.0 2.09 0.0
旭川医科大学 981 20.0 2.04 0.0
北見工業大学 179 5.0 2.79 0.0
弘前大学 1,377 29.0 2.11 0.0
岩手大学 546 9.0 1.65 2.0
東北大学 4,727 97.0 2.05 2.0

宮城教育大学 207 5.0 2.42 0.0
秋田大学 1,221 30.0 2.46 0.0
山形大学 1,492 30.0 2.01 1.0
福島大学 325 9.0 2.77 0.0
茨城大学 527 12.0 2.28 0.0
筑波大学 3,272 73.0 2.23 0.0

筑波技術大学 127 19.0 14.96 0.0
宇都宮大学 498 9.0 1.81 1.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

群馬大学 1,660 38.0 2.29 0.0
埼玉大学 540 11.0 2.04 0.0
千葉大学 2,160 47.0 2.18 0.0
東京大学 7,342 146.0 1.99 8.0

東京医科歯科大学 1,824 41.5 2.28 0.0
東京外国語大学 264 7.0 2.65 0.0
東京学芸大学 652 16.0 2.45 0.0
東京農工大学 529 10.0 1.89 1.0
東京芸術大学 327 9.0 2.75 0.0
東京工業大学 1,504 36.0 2.39 0.0
東京海洋大学 289 6.0 2.08 0.0

お茶の水女子大学 299 5.0 1.67 1.0
電気通信大学 356 8.0 2.25 0.0
一橋大学 468 12.0 2.56 0.0

横浜国立大学 680 19.0 2.79 0.0
新潟大学 2,199 47.0 2.14 0.0

長岡技術科学大学 273 8.0 2.93 0.0
上越教育大学 207 5.0 2.42 0.0
富山大学 1,580 36.0 2.28 0.0
金沢大学 2,110 42.0 1.99 2.0
福井大学 954 20.0 2.10 0.0
山梨大学 1,177 29.0 2.46 0.0
信州大学 1,855 33.5 1.81 4.5
岐阜大学 1,373 32.0 2.33 0.0
静岡大学 822 22.0 2.68 0.0

浜松医科大学 942 15.0 1.59 4.0
名古屋大学 3,184 50.0 1.57 16.0
愛知教育大学 419 10.0 2.39 0.0
名古屋工業大学 444 9.0 2.03 0.0
豊橋技術科学大学 275 5.0 1.82 0.0

三重大学 1,531 25.0 1.63 7.0
滋賀大学 262 8.0 3.05 0.0

滋賀医科大学 957 20.0 2.09 0.0滋賀医科大学 957 20.0 2.09 0.0
京都大学 5,336 130.0 2.44 0.0

京都教育大学 285 7.0 2.46 0.0
京都工芸繊維大学 351 7.0 1.99 0.0

大阪大学 4,724 117.0 2.48 0.0
大阪教育大学 417 9.0 2.16 0.0
兵庫教育大学 210 8.0 3.81 0.0
神戸大学 2,493 55.0 2.21 0.0

奈良教育大学 163 3.0 1.84 0.0
奈良女子大学 285 4.0 1.40 1.0
和歌山大学 311 4.0 1.29 2.0
鳥取大学 1,540 25.0 1.62 7.0
島根大学 1,342 29.0 2.16 0.0
岡山大学 2,390 57.0 2.38 0.0
広島大学 2,489 61.0 2.45 0.0
山口大学 1,805 34.0 1.88 3.0
徳島大学 1,252 23.0 1.84 3.0

鳴門教育大学 235 4.0 1.70 0.0
香川大学 1,475 39.0 2.64 0.0
愛媛大学 1,611 33.0 2.05 0.0
高知大学 1,295 33.0 2.55 0.0

福岡教育大学 301 7.0 2.33 0.0
九州大学 4,152 80.0 1.93 7.0

九州工業大学 455 10.0 2.20 0.0
佐賀大学 1,420 30.0 2.11 0.0
長崎大学 2,131 48.0 2.25 0.0
熊本大学 1,751 32.0 1.83 4.0
大分大学 1,239 37.0 2.99 0.0
宮崎大学 1,402 29.0 2.07 0.0
鹿児島大学 1,298 21.0 1.62 6.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

鹿屋体育大学 99 3.0 3.03 0.0
琉球大学 1,514 32.0 2.11 0.0

総合研究大学院大学 66 1.0 1.52 0.0
政策研究大学院大学 89 2.0 2.25 0.0

北陸先端科学技術大学院大学 190 4.0 2.11 0.0
奈良先端技術大学院大学 298 7.0 2.35 0.0

人間文化研究機構 464 13.0 2.80 0.0
自然科学研究機構 857 17.5 2.04 0.0

高エネルギー加速器研究機構 889 21.0 2.36 0.0
情報・システム研究機構 553 15.0 2.71 0.0
日本司法支援センター 931 23.0 2.47 0.0

日本私立学校振興・共済事業団 1,355 26.0 1.92 2.0
沖縄振興開発金融公庫 248 5.0 2.02 0.0
日本政策金融公庫 8,250 164.0 1.99 9.0
日本年金機構 24,821 646.0 2.60 0.0

全国健康保険協会 4,375 101.0 2.31 0.0

注　1

2

3

4

5 　法人の掲載順は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２による。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難で
あると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとし、精神障害者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとし
て0.5カウントとしている。

　これらの法人においては,労働者数が48人未満であり,障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に基づく障害者の雇用義務が発生していない。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0とな
ることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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